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学習指導要領をふまえ、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得と思考力・判断力・表現力

等の育成を図るとともに、予測できない変化に主体的に向き合い、自らの可能性を発揮しようと

する態度を養うことが重要である。また、自己決定しながら学ぶ姿、様々な人と協働して学ぶ姿、

自分の「好き」を見つけて、自分で深く探究する姿をめざし、子どもたちが意欲的に学び、自ら

考え行動できる力を育成することができるよう授業改善に努める。 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

・ 学習指導要領に示されている「知識及び技

能の習得」、「思考力、判断力、表現力等の育

成」、「学びに向かう力、人間性等の涵養」が

偏りなく実現されるよう、単元や題材など内

容や時間のまとまりを見通しながら、児童・

生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向

けた授業改善を行うこと。 

・ 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な

充実を図ること。その際、児童・生徒が自己

調整しながら学習を進めていくことや多様

な他者と協働することなどを発達段階に配

慮しながら指導を行うこと。 

・ 基礎的・基本的な知識・技能等を確実に習

得させた上で、個に応じた学習活動に取り組

む機会の充実や、自ら学習を調整しながら粘

り強く取り組む態度等を育成するこができ

るよう、市指定校において研究を進めること。 

・ 一斉指導を基盤にしつつ、子どもたち一人

ひとりの実態に応じた指導の充実を図ること。 

 

 

・ 学習指導要領及び学校教育法施行規則に定

める標準授業時数をふまえて教育課程を編

成すること。その際、児童・生徒の負担をふ

まえるとともに、学校における働き方改革に

配慮すること。また、災害や流行性疾患によ

る学級閉鎖等の不測の事態に備えることの

みを過剰に意識して標準授業時数を大幅に

上回って教育課程を編成する必要はないこ

とに留意したうえで、適切に教育課程を編成

すること。 

・ 例えば、小学校においては、標準時数を概

ね確保している現状から、時数の量的拡大で

はなく、主体的・対話的で深い学び、自律的

な学び、探究的な学びを深めるための授業研

究等、教育の質の向上に資する取組みを計画

的に検討することや、中学校においては、標

準時数の確実な履行に努めるとともに、生徒

一人ひとりの学習状況に応じた個別最適な

学びの推進や総合的な学習の時間における

探究的な学習活動の充実等、各学校の実態の

適切な分析のうえ、その対策にむけた工夫を

すること。 

・ 地域の実情や学校の実態等をふまえた具体

的な教育目標を設定するとともに、その実現

に向けて教科等横断的な視点をもちつつ、学

年相互の関連を図りながら、教育内容等を組

織的に組み立てること。また「社会に開かれ

た教育課程」の観点から、教育課程の基本的

な方針について、地域や家庭とも共有を図ること。 

・ 学校評価やアンケート等を活用し、学校の

教育目標や教育課程等が児童・生徒、地域、        

学習指導要領の確実な実施  １ 

・ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うこと。 
・ 自己決定しながら学ぶ、様々な人と協働して学ぶ、自分で深く探究する等、主体的に学び、
行動できる資質・能力を育成すること。 

・ 児童・生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の内容等を教科等横断的な視点で組み
立てるとともに、教育課程の実施状況を評価し、その改善を図りながら、組織的かつ計画的に
各学校の教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントの充実を図ること。 

（２）カリキュラム・マネジメントの充実 

（１）主体的・対話的で深い学びの実現 
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学校の実態に応じたものになっているかを

把握したうえで、適宜見直し、改善を図ること。 

・ 学校行事については、これまで実施してき

た経緯や目的を踏まえ、教育的価値が損なわ

れることのないように十分に留意しながら、

真に必要な学校行事となるよう、実施や内容

等について見直しを行うこと。その際、児

童・生徒が主体的に計画・企画したりできる

よう実施方法についても工夫すること。 

 

・ 学習評価を行うにあたっては、学習指導要

領の趣旨を適切に反映し、児童・生徒にどの

ような力が身についたかを的確にとらえる

とともに、指導の改善につなげるため、指導

と評価の一体化を充実すること。また、評価

方法については、挙手の回数や毎時間ノート

を取っていることで、主体的に学習に取り組

む態度を判断するような誤った評価等、必要

性・妥当性が認められないものは見直すこと。 

・ 学習評価の妥当性・信頼性を高めるために、

府や市作成の資料等を活用し、組織的な検証

改善の取組みを確実に進めること。 

 

・ 総合的な学習の時間については、探究的な

学習を重視するとともに、教科等横断的な視

点で学校の教育目標と関連付けた計画を作

成し、確実に実施すること。また、中学校区で

実施する研究授業の取組みを通じて、9年間の

系統性のあるカリキュラムの研究を進めること。 

・ 「調べ学習」に留まることなく、児童・生

徒が立てた仮説に基づき、情報を収集し、分

析して新たな価値を創造する探究プロセス

を重視すること。 

・ 児童・生徒が自己の興味関心に基づいて設

定した課題に対し、個別の解決を図る探究の

過程を一層重視すること。その際、試行錯誤

を繰り返す個人探究の場面を計画的に確保

し、知的好奇心を原動力とした「深い学び」

の実現を図ること。 

・ 指導に当たっては、社会と自分との関連を

意識させるため、身近な地域社会の課題を取

り扱うことや、地域の教育資源の活用により

多様な学習活動の充実を図るなど、学習内容

と社会との関連に留意すること。 

・ 探究的な学習の過程においては、言語活動

を重視し、他者と協働して課題を解決しよう

とする学習活動や、まとめたり表現したりす

る学習活動の充実を図ること。その際，例え

ば，比較する，分類する，関連付けるなどの

考えるための技法が活用されるようにする

こと。 （重点 14 に関連する記載あり） 

 

 

・ 入学式・卒業式においては、学習指導要領

に基づき、国旗掲揚、国歌斉唱が適切に実施

されるよう指導の徹底を図ること。なお、教

員は教育公務員として市民の信頼に応える

責務を自覚し、国歌斉唱に当たっては起立し

斉唱すること。 

・ 国歌「君が代」の指導については、小学校

学習指導要領において、「いずれの学年にお

いても歌えるよう指導すること」と定められ

ていることをふまえ、児童の発達段階に則し

た指導計画を作成し、適切に取り扱うこと。 

 

・ 社会科を学習する際、自然災害からの復興、

少子高齢化の問題、環境問題、日本人拉致問題、

領土問題など、国内外に残されている諸課題

等にも触れ、現代の課題を考え続ける姿勢を

もてるようにすること。日本人拉致問題の学習

の際には、アニメ「めぐみ」等を活用すること。 

・ 各教科等において補助教材を使用する際に

は、教育基本法、学校教育法、学習指導要領

等の趣旨に従ったうえで、児童・生徒の心身

の発達の段階に即し、特定の見方や考え方に

偏った取り扱いとならないこと。 

・ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について

知るとともに、児童・生徒の発達段階に応じ

た内容を各教科等で取り扱うこと。 

 

（５）国旗・国歌の指導 

（６）現代社会の諸課題 

（３）指導と評価の一体化の充実 

（４）総合的な学習の時間 
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各学校においては、ＩＣＴを効果的に活用しながら授業改善を行うとともに、客観的なデータ

に基づき、一人ひとりの学力を伸ばすことや、学校全体の取組みの検証・改善を行うことが重要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

 

・ 確かな学力を育むために、学校の組織的な

取組みを一層進めること。その際、テスト等

も有効に用いて子どもたちの学習状況を把

握し、取組みの検証・改善を行うこと。 

・ 子ども一人ひとりの学習内容の定着に向け、

つけたい力を明確にした授業を行うこと。ま

た、日々の授業での子どもたちの発言や行動、

ふりかえり等から、目標の達成状況を把握し、

日常的に自らの授業を振り返り、改善するこ

と。 

・ 府指定「確かな学びをはぐくむ学校づくり

推進校(ＴＭ校)」、「情報活用能力をはぐくむ

モデル校」、「授業改善の推進校（ＪＳ校）」

等の実施校においては、児童・生徒の課題に

正対した取組みを充実させ、その成果を市域

全体に発信すること。他校は、その取組みの

成果を活用し、自校の実践を充実させること。 

 

 

・ 各教科の授業においては「個別最適な学び」

と「協働的な学び」の一体的な充実を図り、

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け

た授業改善を行うこと。 

・ 子どもたちの実態を把握し、つけたい力を

明確にして単元の指導計画等を作成すると

ともに、目的に応じた教材・教具の活用、観

察や実験、体験的な活動を取り入れるなど、

授業展開を工夫すること。 

・ 「主体的・対話的で深い学び」の実現にあ

たっては、学習者が自分自身の学習活動に能

動的に関わり、自らの学習を調整する主体的

な学びを促す授業づくりの研究にも取り組

むこと。 

・ 思考力・判断力・表現力の育成に当たって

は、児童・生徒が各教科等の学習内容を、日

常生活や社会と関連づけながら、論理的に考

え、表現することができるよう、指導の充実

を図ること。その際、例えば、比較する、分

類する、関連付けるなどの考えるための技法

が活用されるよう、思考ツール（シンキング

ツール）を適切に使用した授業に取り組むこ

と。ただし、ツールの活用自体が目的化しな

いよう、学習の過程において、どのような意

図で、どのように使用するかを計画的に考え

た上で、進めるよう留意すること。 

・ 児童・生徒の実態に応じた習熟度別指導及

び、小学校における専科指導等に取り組むに

  学力向上の取組みの充実  ２ 

・ すべての教科等で、学習の基盤となる言語能力及び情報活用能力を学校全体で育成すること。 
・ 必要な情報を読み取り、論理的に自分の考えを構築し、表現する等の活動を各教科等で計画
的に行い、思考力・判断力・表現力を育成すること。 

・ １人１台端末・ＩＣＴを日常的かつ効果的に活用し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」
の実現を図ること。 

・ 児童・生徒の学習の状況を詳細に把握、分析し、課題に正対した取組みを組織的かつ計画的
に進めるとともに、児童・生徒一人ひとりが、自らの学習到達状況を正しく理解し学習意欲を
高めるため、「全国学力・学習状況調査」「小学生すくすくウォッチ」「中学生チャレンジテス
ト」等を活用すること。 

・ 情報活用能力の育成にあたっては、「大阪府情報活用能力ステップシート」等を参考に、小中

学校９年間を見据えた体系的な指導に努めること。 

（１）一人ひとりの学力を伸ばすための 

検証・改善 

（２）日常的な授業改善 
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当たっては、児童・生徒の学習達成度を把握

し、効果検証に努めるとともに、その結果を

生かし、より効果的な指導方法の工夫改善を

図ること。 

 

 

・ 言語能力の育成に当たっては、基礎的・基

本的な言葉等の知識・理解を深めるとともに、

文章や表、グラフ等を読み取り、論理的に自

分の考えを書くなどの言語活動を行うこと。 

・ 国語科では、系統的に言語能力の育成を図

ること。また、各教科等においても、それぞ

れの目標を達成させるとともに、言語活動を

充実させ、言語能力の育成に努めること。 

・ 言語能力の育成にあたっては府指定事業

「言語能力をはぐくむモデル校」等の実践事

例を参考にすること。 

・ 言語活動の一環として、児童・生徒どうし

がお薦めの本を紹介し合う活動（ブックトー

クや Best Book Battle【Ｂ１】等）を実施

し、読むことにとどまらず、表現力やプレゼ

ンテーション能力の向上を図ること。 

 

 

・ 情報活用能力の育成に当たっては、「大阪

府情報活用能力ステップシート」「大阪府に 

おける主体的・対話的で深い学びの実現に向 

けた１人１台端末を活用した学びの姿」等を

参考に、小中学校９年間を見据えた体系的な

指導の実施に努めること。 

・ 児童・生徒が学び方を身につけることがで

きるよう、目的に応じて情報手段を適切に活

用するなどして、必要な情報を収集・判断・

処理し、その結果を評価・改善する力をつけ

るための授業を展開すること。 

・ 本や各メディアの情報の特性を理解し、学

校図書館で自ら必要な情報を探し出す等す

るなかで、課題解決を図るために必要な力を

育成すること。 

・ １人１台端末とクラウドを効果的に活用し

ながら学びを深める際に必要となるＩＣＴ

の基本的な操作を身につけられるよう、体系

的に育成を図ること。 

・ ＳＮＳによる人権侵害が生起していること

や、生成ＡＩ等が普及していることもふまえ、

得られた情報・ニュース等の正誤を判断する

ことや、正しい情報を調べること、情報を適

切に活用することなどに必要な情報モラル

等の育成に努めること。 

・ 小学校におけるプログラミング教育では、

体験を通して「プログラミング的思考」を育

み、１人１台端末等を必要に応じて活用しな

がら問題を解決しようとする態度を育むこ

と。その際、プログラミング教材を有効に活

用すること。 

 

 

・ ＩＣＴの活用に当たっては、各校作成の 1

人 1台端末活用推進計画書を基に、１人１台

端末が鉛筆やノート等の文房具と同様に教

育現場において不可欠なものと捉え、すべて

の教員が日常的、効果的に授業で活用するこ

と。その際、児童・生徒が ICT 機器を長時間

使用することによる、目の疲労や視力低下、

姿勢の悪化など、健康への影響に十分留意す

ること。 

・ 児童・生徒一人ひとりが個別最適な学びを

実現できるよう、１人１台端末を効果的に活

用すること。その際、児童・生徒が自身の成

長やつまずきなど、自らの学習の状況を把握

し、主体的に学習を調整することができるよ

う支援すること。 

・ 協働的な学びの充実に向けて、１人１台端

末を効果的に活用すること。その際、クラウ

ドなどを効果的に活用し、多様な他者の考え

にふれ、自身の学びを深める活動や他者とと

もに問題の発見や解決に挑む活動などを行

い、児童・生徒が多様な他者と協働すること

の重要性などを実感することができるよう

工夫すること。 

・ デジタル教科書や本市が導入する「ｅライ

ブラリ」「スタディサプリ」「ＢＡＳＥ ｉｎ  

ＯＳＡＫＡ」等のデジタルコンテンツを積極

的に活用し、学習内容の定着や補充的・発展

（５）ＩＣＴ活用による学びの充実 

（３）言語能力の育成 

（４）情報活用能力の育成 
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的な学習を行うとともに、児童・生徒の理解

度や学習状況を把握し、一人ひとりに適した

学びや指導に努めること。また、研究校にお

いては、個別最適な学びにおいて「Ｑｕｂｅ

ｎａ」を効果的に活用すること。 

・ 家庭学習の充実に向けて、日常的に１人１

台端末や前述のデジタルコンテンツを積極

的に活用すること。 

・ 地理的に離れた学校間において、児童・生

徒が多様な意見や考えに触れたり、協働して

学習に取り組んだりすることを通じて、児

童・生徒の思考力・判断力・表現力を高め、

深い学びを実現するため、遠隔合同授業を計

画的に実施すること。 

・ ＩＣＴ活用による学びの充実に際しては、

「情報活用能力をはぐくむモデル校」や本市

教職員ポータルサイトの実践事例を参考に

すること。 

・ 生成ＡＩを利活用する場合は、河内長野市

教育情報セキュリティポリシーや、「初等中

等教育段階における生成ＡＩの利用に関す

る暫定的なガイドライン（Ver．２．０）」に

基づくこと。教職員が校務等で利用する場合

は、生成ＡＩの仕組みや特徴を理解したうえ

で、適切に利用できるようにすること。また、

児童・生徒が学習等で利用する場合は、教育

活動の目的を達成する観点から効果的であ

るかを吟味し、発達段階に応じて「生成ＡＩ

自体を学ぶ場面」「使い方を学ぶ場面」「各教

科等において積極的に用いる場面」等、適切

な場面で利活用すること。 

・ ＩＣＴの活用においては、本市教育情報セ

キュリティポリシーに基づき、安全性を確保

しつつ、クラウド活用のメリットを活かした

学びの充実に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考（市資料）》 

「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（令和８年３月） 

「全国学力・学習状況調査結果概要」（令和７年１０月） 

「小学生すくすくウォッチ結果概要」（令和７年１０月）  

「遠隔合同授業の推進について」（令和８年４月）  

「教職員向けリーフレット「大阪府情報活用能力ステップシート」について」（令和６年３月１３日） 

「『初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン』の作成について」 

（令和５年７月） 
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子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなもの

にし、人生をより深く生きる力を身につけていくうえで欠くことのできないものであることから、

その推進が必要である。また、各教科や教科横断的な学習等において、学校図書館の機能を計画

的かつ体系的に利活用し、児童・生徒の言語能力や情報活用能力及び、生涯にわたり主体的に学

習する態度を育成すること。また、日常的に読書活動を進め、子どもたちの読書への興味・関心

を高めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

・ 各教科等での学習活動に学校図書館の活

用を計画的に位置付け、言語能力・情報活用

能力等の育成を図ること。 

・教員や児童・生徒への図書館資料の提供を行

ったり、調べ学習の際にアドバイスを行った

りするなど、担任と言語力向上司書職員との

連携により、学習の理解を深める取組みを進

めること。 

・ 問題発見・解決能力等の育成のため、授業

中はもとより、授業以外の場面でも、主体的

に児童・生徒が学校図書館を活用し、調べ読

みや探究的な学習に取り組むことができる

よう支援すること。 

・ その際には、府指定事業「言語能力をはぐ

くむモデル校」等の実践事例を参考にするこ

と。 

 

・ 児童・生徒が読書の楽しさを実感し、読書

習慣と豊かな語彙力を身に付けられるよう

読書に関する興味・関心を高める工夫を行

うこと。その際、文学作品に加え、自然科

学・社会科学関係の書籍や新聞、図鑑等の

資料など、目的に応じて子どもが選択し、

主体的に読書活動を行えるような工夫をす

ること。 

・ 読書タイムや国語科における並行読書、ブ

ックトークや Best Book Battle（Ｂ１）等

を計画的に設定し、読書活動の充実を図るこ

と。その際、市立図書館と連携した「えほん

のひろば」や府のオーサービジット事業等も

効果的に活用すること。 

 

・ 子どもが読書への興味・関心を高め、自ら読書を行い、豊かな語彙を獲得できるよう、すべ

ての学校で読書活動を推進すること。 

・ 各教科等における学習や教科横断的・探究的な学習が充実するよう学校図書館の活用計画を

策定し、年間を通じて学校図書館を活用すること。 

・ 各学年の学習計画や児童・生徒の興味・関心等に応じて、自発的・主体的に読書や学習を行

うことができるよう、学校全体で学校図書館の環境整備を行うこと。 

・ Best Book Battle（Ｂ１）等を活用し、子どもが本に興味・関心を持つよう、読書活動の普

及啓発・推進を図ること。 

・ 「河内長野市子ども読書活動推進計画」の趣旨をふまえ、発達段階に応じて、すべての子ど

もが読書への興味・関心を高め、必要な知識を得るとともに、自ら楽しみながら読書活動を行

うことができる環境の整備を図ること。 

・ 学校図書館を活用した学習を進める際には、「大阪府情報活用能力ステップシート」等を参

考に、小中学校９年間を見据えた体系的な指導に努めること。 
 
 
 

確かな学力をはぐくみ感性を豊かにする読書活動の充実  ３ 

（２）読書への興味・関心を高める工夫 （１）学校図書館を活用した学習 
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・ 「読書センター」として、児童・生徒が本

を読みたくなるような読書環境を計画的に

整備すること。また、配架の仕方や読書スペ

ースの工夫などを行うなど、子どもたちが本

を身近に感じ、興味を持つことができるよう

な環境整備を行うこと。加えて、学校図書館

以外にも、教室や廊下等に本を配置するなど、

子どもたちが本に触れる機会を増やすこと。 

・ 「学習・情報センター」として、年間指導

計画に基づき、各教科等の学習において活用

しやすい環境を整えるために、授業で役立つ

資料を準備したり、児童・生徒の作品を展示

したりすること。 

・ 取り組みの充実に当たっては、市立図書館

と連携を図り、団体貸し出し等のサービスも

積極的に活用すること。 

・ 学習者用端末が導入されたことをふまえ、

市立図書館の電子書籍の貸し出しも有効に

活用すること。 

・ 「学校図書館法」及び文部科学省通知「学

校図書館司書教諭の発令について」に基づき、

司書教諭の配置及び発令を行うこと。司書教

諭（学校司書）を中心に、すべての教職員に

よる学校図書館の運営体制を確立すること。 

 

 

・ 子どもたちが読書に親しみ、学び、読書の

楽しさを共有できるよう、すべての学校で

市立図書館やボランティアとの連携を促進

し、学校での読書環境づくりを進めること。

その際、府立中央図書館ホームページの「学

校支援のページ」を活用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学校図書館活用のための環境整備 

（４）読書活動の充実に向けての連携 

《参考（市資料）》 

「河内長野市子ども読書活動推進計画（令和８年度改定版）」（令和８年３月） 
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知識基盤社会やグローバル化の進展により国際的な相互依存関係がより深まっていく中で、郷

土や国で育まれてきた優れた伝統・文化について理解を深めるとともに、国際的視野で他国の文

化や習慣を尊重する態度を養う教育を推進する必要がある。また、英語教育においては、児童・

生徒が言語や文化に対する理解を深めながら、主体的にコミュニケーションをとろうとする意欲

や態度を育み、英語を使って自分の考えを伝え合うことができるよう、４技能５領域をバランス

よく育成する英語教育を推進することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ 外国語（英語）の基本的な表現、音声・

文字、異なる国や文化に慣れ親しみ、主体

的にコミュニケーションを図ろうとする態

度の育成に努めること。 

・ ＮＥＴやＡＬＴ等の専門性を有する人材

と児童・生徒とが交流して、伝え合う体験

や、異なる国の文化を知る活動を活かしな

がら、多様な考え方に対する理解を深めた

り、実社会・実生活とのつながりを考えた

りするなど、探究的な学びとの関連を図る

こと。 

・ ＮＥＴの活用、中学校英語教員による小

学校への乗り入れ授業、授業研究の充実を

通して、さらなる指導の充実を図るととも

に、中学校への接続に留意すること。 

・ 小学校６年生対象の「World 学習」を通

して、異なる文化や生活・習慣を知り、外

国の言語や文化に興味を抱くとともに、多

種多様な人と様々な言語を通して自分自身

を表現する態度を養うこと。 

 

 

・ 言語活動を行う際には、小学校において

は「身近で簡単な事柄」を、中学校おいて

は「日常的な話題や社会的な話題」を取り

上げるなど、コミュニケーションを行う目

的や場面、状況の設定について工夫するこ

と。 

・ 小学校においては、英語を使って伝え合

う体験や活動を通して、自分の思いを伝え

たり、相手に対する理解を深めたりして、

満足感や達成感を味わうことができるよう

にすること。また、「音声で十分に慣れ親し

んだ簡単な語句や基本的な表現」を推測し

ながら読んだり、語順を意識しながら書い

たりして、自分の考えや気持ちなどを伝え

合うことができる基礎的な力を養うこと。 

・ 中学校においては、英語を使って情報や

自分の考えなどを話したり書いたりして伝

え合う活動の充実を図るとともに、即興で

やり取りする活動を重視すること。 

・ 言語活動を行う際には、ネイティブスピ

  伝統・文化や英語教育等の特色ある教育の推進  ４ 

・ 授業において「コミュニケーションを行う目的や場面、状況」の設定を工夫し、英語で表現

し伝え合う力を育成するための学習を充実させることにより、児童・生徒が実際のコミュニケ

ーションにおいて活用できる英語力を身に付つけられるようにすること。 

・ 話や文章等の内容を正確に捉え、概要や要点を把握し、自分の考えを書いたり、伝えたりす

る活動の充実を図ること。 

・ デジタル教科書や「ＢＡＳＥ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」等のデジタルコンテンツ等、１人１台端末

を効果的に活用し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させること。 

・ 郷土の歴史や伝統文化に関する学習「ふるさと学」を実施し、日本遺産に認定された貴重な 

歴史文化遺産を活用した体験的な学習や郷土歴史学習施設等を効果的に活用すること。その

際、「河内長野市文化財保存活用地域計画」や「河内長野版歳時記」を有効に活用すること。 

（１）言語や文化に対する理解 

 

（２）授業における言語活動の工夫 
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ーカーの音声を聞いたり、やり取りしたり

する機会を増やすために、「ＳＴＥＰＳ ｉ

ｎ ＯＳＡＫＡ」や「ＢＡＳＥ ｉｎ ＯＳＡ

ＫＡ」等のデジタルコンテンツも活用する

こと。 

 

 

 

・ 教員が授業における学習到達目標を設定

したり、児童・生徒が自身の英語でできる

ようになったことをふりかえったりする際

に、ＣＡＮ－ＤＯリストを効果的に活用す

ること。 

・ 年間の指導計画を見通して、適切な場面

でパフォーマンステストを実施し、指導に

生かす評価を行うこと。その際、英語でコ

ミュニケーションを行う目的や場面・状況

の設定を工夫して、言語活動を通して身に

付けたコミュニケーション能力の的確な

把握に努めること。 

・ 評価を行う際にはインタビュー（面接）、

スピーチ、簡単な語句や文を書くこと、活

動の観察、ペーパーテスト等、多様な評価

方法から、的確に評価できる方法を選択す

ること。 

・ デジタル教科書や１人１台端末を効果的

に活用し、「個別最適な学び」と「協働的な

学び」を一体的に充実させること。その際、

学習ツールとして、府作成の「ＳＴＥＰＳ 

ｉｎ ＯＳＡＫＡ」や「ＢＡＳＥ in ＯＳＡ

ＫＡ」も、授業や家庭学習等に活用するこ

と。 

・ 中学校３年生には公費による英検受験を

推奨し、中学校卒業時に英検３級程度の英

語力が身につくよう取組むこと。 

 

 

 

・ 児童・生徒が学んだことを活用し、英語

を学習することの意義を実感するとともに、

更なる学習への意欲を高める機会の創出に

努めること。特に、小学校６年生、中学校

３年生で実施する「自分の思いを英語で表

現する活動」は、教科書の単元を用い、小・

中学校で身につけた英語力を発揮し、本市

の課題である書く力や、表現力の向上を図

ることができるように計画的に進めること。 

 

 

・ 中学校区で学習到達目標に基づいた一貫

性のある指導や評価を行うとともに、学校

間の交流や研修等を通して、小学校と中学

校の英語教育の円滑な接続に留意すること。 

・ 英語コーディネーターや各校英語担当者

等を中心に、研修や授業研究の成果の共有

を通してさらなる指導の充実を図ること。 

 

 

・ 各中学校区の「つながりアップ・カリキ

ュラム」に基づき、ふるさと学を実施する

こと。実施については、小５から中１まで

の各６時間、計１８時間で、オリジナル副

教材「かわちながの物語」を活用して系統

的に学習すること。また、本市郷土歴史学

習施設の積極的な活用および、市職員によ

る郷土・歴史学習出前授業等の活用により、

地域の教育資源を活用した発展的・体験的

学習に結び付く取組みに努めること。その

際、「河内長野市文化財保存活用地域計画」

や「河内長野版歳時記」を有効に活用する

こと。 

・ ふるさと河内長野作文・川柳コンクール

や市職員による郷土・歴史学習出前授業等

を活用した取組み等を通じて、ふるさと河

内長野に愛着を持ち、ふるさとを誇りに思

う児童・生徒の育成に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童・生徒の英語力の適切な把握と 

指導 

 

（４）身につけた英語力を発揮する機会の 

創出 

（５）組織的な英語教育の推進 

（６）伝統文化等に関する教育の推進 
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《参考（市資料）》 

「ふるさと学の実施について」（平成２３年）  

「第 2 次河内長野市文化財保存活用地域計画」（令和７年１１月） 

「季節の歳時記と河内長野の年中行事」（令和５年３月） 

「河内長野の指定無形民俗文化財」（令和６年３月） 

「ぎょうじしょくってなぁに」（令和８年３月） 
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不登校の子どもや障がいのある子ども、日本語指導が必要な子どもなど、一人ひとりの子ども

の多様な状況や背景等教育的ニーズを的確に把握して、その子の自立に向けた効果的な指導・支

援の充実を図ることが必要である。また、幼児教育から義務教育修了までの校種間の円滑な接続

のための取組みの充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】

 

 

 

・ 当該児童・生徒がどの学校に在籍しても等

しく日本語指導が受けられるよう、日本語指

導担当教員を中心として、市日本語ボランテ

ィアを活用した指導体制を充実させること。 

・ 当該児童・生徒の入国歴や家庭での使用言

語などの生活背景を把握するとともに、「文

化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童 

生徒等のためのことばの発達と習得のもの

さし（略称「ことばの力のものさし」）」等、 

評価や指導に係る資料の積極的な活用を図

ること。また、児童・生徒一人ひとりのこと

ばの力に応じて個別の指導計画を作成し、特

別の教育課程による日本語指導を実施する

こと。 

・ 学校全体で国際理解・多文化共生の取組み 

 を進めること。その際、「ＯＳＡＫＡ多文化

共生フォーラム」や「オンライン国際クラブ」

など、府の取組みを活用すること。 

・ 日本語指導担当教員が研修で得た知識や指

導方法等を共有し、学校全体の指導の充実に 

 努めること。また、巡回校においては日本語

担当窓口となる教員を設定する等、担当教員

  一人ひとりの教育的ニーズに対応した指導・支援の充実  5 

・不登校の早期発見・早期対応のために、スクリーニングやアンケート等あらゆる機会を通じて

日頃から子どもの状況把握を行うとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー等の専門家も含めたチームによる教育相談体制を整えること。また、児童・生徒のニーズ

に応じた支援を進めるために、ＩＣＴ等の活用や校内教育支援ルームなど教室以外の居場所の

確保に加え、学びの多様化教室（ゆう☆ゆうスペース）や府不登校支援センター、民間団体等、

関係機関との連携を図り、学びにアクセスできない子どもをなくすこと。 

（p.２１～２４「⑧不登校、ヤングケアラーやいじめ、暴力行為等への取組みの推進」に記載） 

・ すべての外国籍の児童・生徒の就学機会が適切に確保されるよう努めるとともに、日本語指

導が必要なすべての児童・生徒に対して適切な指導・支援をするために、学校体制を構築する

よう努めること。また、日本語指導の内容の充実を図ること。その際、必要に応じて府の「オ

ンライン日本語指導」を活用すること。 

・ 全教職員が、障がいのある児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導・支援

について共通理解を図るとともに、支援教育に対する専門性を高め、学校全体の取組みを充実

させること。（p.１６～１９「⑥『ともに学びともに育つ教育』のさらなる推進」に記載） 

・発達段階に応じた教育の連続性を意識し、各校種がそれぞれの役割を果たすとともに、スムー

ズな接続を図ること。 

・保幼こ小の教員が連携し、子どもたちに育みたい資質・能力について共通理解を図り、相互理

解と実践を深めるよう努め、架け橋期の教育の充実を図ること。 

（１）日本語指導が必要な子どもへのきめ細

やかな支援体制の整備 
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と担任等が指導内容や児童生徒の状況を確   

実に情報共有できるよう努めること。 

・ 当該児童・生徒及び保護者に対して、学習

や進路等に関する適切な情報提供に努める

こと。その際、府教育庁 Web ページ「帰国・

渡日児童生徒学校生活サポート」の「学校生

活サポート」や「多言語版家庭学習教材」「進

路選択のために」等を活用すること。 

・ 高等学校等への進学に関して、入学者選抜

制度や受験上の配慮事項、申請手続き等、丁

寧な説明をすること。その際、南河内地区の

「多言語進路ガイダンス」を周知するととも

に、参加を働きかけること。 

・ 当該児童・生徒の高等学校等中途退学率が

全体より高いことをふまえ、よりいっそうキ

ャリア教育を充実させるとともに、高等学校

等や関係機関と連携し、適切な引継ぎや追指

導に努めること。 

 

 

・ 小・中学校９年間を見通した指導の一貫性

や系統性をもたせ、円滑な接続を図るため、

小中一貫教育に取り組むこと。 

・ 小学校における教科担任制のあり方等、小

中一貫教育の推進を図るとともに、施設一体

型小中一貫教育推進校においては相互理解

を深め、義務教育９年間の系統性を確保した

教育活動を実施すること。 

・ 各中学校区においてめざす子ども像を共有

し、系統的な学習・学校生活について共通理

解を図るとともに、安心できる集団づくりや

わかる授業づくりに取り組むために、人権教

育・学力向上・総合的な学習について研究授

業を実施し、小中一貫教育のより一層の推進

を図ること。また、学習指導要領に則った、

本市における「つながりアップ・カリキュラ

ム」の活用を図ること。 

・ 指定校においては、中学校を拠点に校区内

の規模の小さい小学校どうしが合同授業や

オンライン等で連携し、中学校とも協働する

ことで、1校では困難な多人数、多角的な学

習集団の編成、児童・生徒の思考を広げ、対

話を通じた資質・能力を育成等、深い学びの

実現に向けた研究を進めること。 

・ 互いの違いを認め合える集団作りや、家庭

や地域、関係機関等と連携したボランティア

活動や職場体験学習等を充実するなど、児

童・生徒の発達段階に応じたキャリア教育を

系統的に行うこと。その際、学びのプロセス

を振り返って蓄積することができる教材（キ

ャリア・パスポート）等を作成し、活用する

こと。 

・ 多様な進路選択に対応するために、体験入

学や保幼こ小・小中・中高の連絡会等におい

て、積極的に連携および協働を図ること。ま

た、児童・生徒一人ひとりの様々な配慮事項

を小中間で確実に引き継ぎ、小中が一体とな

って９年間の児童・生徒の成長を支援するこ

と。 

・ 義務教育開始前後の５歳児から小学校１年

生の２年間の「架け橋期」においては、保幼

こ小が意識的に協働し、幼児期の遊びを通し

た学びと小学校の学びをつなぐようにする

こと。 

・ 特に、生活科を核とした合科的・関連的な

指導の充実を図り、児童が幼児期に発揮して

いた探究心や学びの姿を小学校の授業展開

の中で意図的に活用することで、教科学習の

深化をめざした授業改善を組織的に推進す

ること。 

・ その際、各校の架け橋プログラムプロジェ

クト委員が中心となり、幼児教育アドバイザ

ーと連携して研究した成果を各校における

授業改善につなげること。 

・ 河内長野市保幼こ小連絡会において実施す

る合同研修や授業参観等を通じて、「幼児期

の終わりまでに育ってほしい姿」や小学校の

教育課程等を共有するなど円滑な接続を図

るよう努めること。

（２）校種間の円滑な接続と指導体制の充実 
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《参考（市資料）》 

「河内長野市教育委員会 在日外国人教育並びに国際理解教育に関する指導の指針」（平成１３年３月） 

「河内長野市公私立保・幼・小連絡会設置要項」（平成２６年７月） 

「河内長野市幼児教育推進指針」（平成２７年１１月） 

「架け橋プログラムの策定」（令和７年４月） 

「架け橋プログラムプロジェクト委員」（令和７年６月） 

「架け橋プログラムプロジェクト委員会について」（令和８年３月） 
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障がいの有無にかかわらず、すべての児童・生徒が、地域社会で豊かに生きるために、すべて

の学校において多様な学びの場を保障するとともに、相互理解を深め、すべての子どもが安心し

て学校生活を送ることができる集団づくりをより一層推進し、一人ひとりの子どもの自立に向け

た効果的な指導・支援の充実を図ることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

 

・ 障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニ

ーズに的確に応える指導を提供できるよう、

通常の学級や通級による指導、支援学級とい

う、連続性のある多様な学びの場の充実を図

るとともに、個に応じた指導と集団における

指導をバランスよく行い、障がいのある子ど

もの学びの充実をめざすこと。 

・ 障がいのある子どもに必要な支援は、すべ

ての子どもたちにとっても効果的な支援と

なりうることから、ユニバーサルデザインの

観点を取り入れた「授業づくり」や自尊感情

や自己有用感を高める「集団づくり」を進め

ること。 

 

 

・ 「ともに学び、ともに育つ」を基本に、交

流及び共同学習がさらに充実し、相互理解が

より一層進むよう、児童・生徒、保護者、教

職員が交流及び共同学習の意義やねらい等

について十分理解したうえで、学校全体で組

織的に取り組むこと。その際、一人ひとりの

教育的ニーズに応じた指導内容等の工夫改

善に努めること。 

・ 交流及び共同学習の実施にあたっては、必

要となる合理的配慮の検討、提供とあわせ、

教育課程上の位置づけや児童・生徒の指導目

標の明確化と適切な評価の実施、組織的な指

導体制の構築等に取り組むこと。 

・ 支援学校との交流及び共同学習についても、

より一層の連携を図ること。 

 

 

 

・ 支援学級在籍児童・生徒の特別の教育課程

の編成にあたっては、一人ひとりの教育的ニ

ーズをふまえ、児童・生徒の障がいの状況や

心身の発達等を考慮のうえ、必要に応じて、

 「ともに学び、ともに育つ」教育のさらなる推進  6 

・ インクルーシブ教育システムの理念をふまえた取組みを進めるとともに、「ともに学び、と

もに育つ」という観点からの学校づくりをより一層進めること。 

・ 支援学級における特別の教育課程の編成及び、通級による指導で実施する特別の指導につい

て、一人ひとりの障がいの状況や教育的ニーズに応じた適切なものとなるよう努めること。 

・ 児童・生徒の障がいの状況に応じた指導・支援の工夫や、支援学級及び通級による指導にお

ける自立活動の指導について、一層の充実を図ること。 

・ 通級による指導を一層充実させるとともに、その学びを通常の学級で十分に発揮できるよう、

校内の支援体制の充実を図ること。 

・ 全教職員が、障がいのある児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導・支援

について共通理解を図るとともに、支援教育に対する専門性を高め、学校全体の取組みを充実

していくこと。 

・ 地域における共生社会の実現をめざし、すべての児童・生徒、教職員、保護者、地域に対す

る支援教育への理解啓発を一層推進すること。 
 

（１）「ともに学び、ともに育つ」授業づくり・

集団づくりの推進 

（３）障がいのある児童・生徒の教育課程の 

編成 

（２）交流及び共同学習の充実 
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各教科の目標や内容を下学年の教科の目標

や内容に替えたり、知的障がい支援学校の各

教科の内容に替えたりするなど、実態に応じ

た教育課程を編成すること。また、自立活動

の指導を行い、その充実に努めること。 

・ 通級による指導を行い、特別の教育課程を

編成する場合には、自立活動の内容を参考と

し、具体的な目標や内容を定め、指導を行う

こと。 

・ 障がいのある児童・生徒については、支援

学校等の助言または援助を活用しつつ、個々

の児童・生徒の障がいの状態等に応じた指導

内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的

に行うこと。 

・ 巡回相談や指導助言、専門家派遣による相

談支援、研修等を効果的に活用し、多様な教

育的ニーズに応じたきめ細かな指導、支援体

制の構築を図ること。 

 

 

・ 障がいのある子どもたちへの系統的・継続

的な指導・支援が行われるよう、校内で常に

情報共有が図られる体制を構築すること。 

・ 校内支援委員会においては、校長のリーダ

ーシップのもと、支援教育コーディネーター、

支援学級担任、通級指導担当教員等を中心に、

必要に応じて支援学校のセンター的機能の

活用、外部の専門家との連携を行いながら、

障がいのある児童・生徒一人ひとりの実態把

握に努め、教育的ニーズをふまえた適切な支

援内容を検討すること。 

・ どの学級にも特別な教育的支援を必要とし

ている児童・生徒がいることを前提として校

内支援委員会の在り方について再点検を行

い、必要に応じて見直しを図りながら校内支

援体制の更なる充実に努めること。 

 

 

 

・ 通級による指導をより一層充実させるとと

もに、その学びを通常の学級で十分に発揮す

ることができるよう、通級指導担当教員と担

任の連携はもとより、校内における支援体制

の充実に努めること。 

・ 通常の学級には発達障がい等支援を必要と

する児童・生徒が在籍していることを前提に、

すべての教科等において、児童・生徒一人ひ

とりの学習上の困難さに応じた指導内容や

指導方法の工夫を行い、意図や手立てを明確

にした指導・支援の充実を図ること。その際、

支援教育コーディネーターや巡回相談等を

効果的に活用すること。 

・ 言語聴覚士等の専門家による相談支援、助

言等を積極的に活用し、障がいの有無に関わ

らず、児童・生徒個々の教育的ニーズに応じ

たきめ細かな指導、支援体制の構築を図るこ

と。また先行校においては、学校ハビリテー

ションルーム（学校作業療法室）の効果的な

活用を進めること。 

 

 

・ 通級による指導を行い、特別の教育課程を

編成する場合には、個別の教育支援計画や個

別の指導計画に基づいて、自立活動の内容を

参考とし、具体的な目標や内容を定め通級の

指導計画を立てて、指導を行うこと。 

・ 実態把握に基づき、自立活動の指導におい

て、達成をめざす目標を設定すること。その

際、他の領域・教科では取組みが難しく、か

つ自立活動の目標に沿ったものを取り上げ

ることに留意すること。 

・ 個別の指導だけでなく、小集団の指導を組

み合わせた指導を行うこと。 

・ 通級で身に付けたことを在籍学級や家庭で

の学習、生活に生かすことができるよう指導

内容の工夫に努めること。 

・ 1年程度の長期的な観点に立った目標及び 

１学期程度の短期的な観点に立った目標を

設定すること。また、この目標設定には、将

来の可能性を広い視野から見通した検討も

必要となることに留意すること。 

・ 市通級担当者会による研修や情報交換を通

して、担当者の専門性の向上を図るとともに、

（４）校内支援体制の充実 

（５）通常の学級に在籍する児童・生徒への

支援の充実 

（６）通級による指導の充実 
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担当者会で得られた情報を校内の教職員に

共有する等、校内での支援の充実に努めるこ

と。また、通級指導教担当教員と支援コーデ

ィネーターや学級担任等との連携、校内の研

修や会議開催等、担当者任せにならない校内

体制の構築を図ること。 

 

 

・ 就学相談・支援にあたっては、「障がいの状

態等」、「特別な指導内容」、「合理的配慮を含

む必要な支援の内容」の三つの観点をふまえ

て、幼児・児童・生徒の教育的ニーズの整理

に努めるとともに、保護者からの意見を聴取

し、関係機関と連携しながら、できるだけ早

期に就学に関する適切な説明及び情報提供

を行うこと。 

・ 就学先となる学校や多様な学びの場につい

て、「ともに学び、ともに育つ」教育の理念

をふまえ、本人及び保護者が正確な情報を得

ることができるよう十分な説明を行ったう

えで、本人及び保護者の意見を最大限尊重し

つつ、教育的ニーズと必要な支援について合

意形成を図り、児童・生徒の状況を適切に判

断し、就学先の決定に努めること。 

・ 障がいの有無にかかわらず誰もが安心して

過ごせる学校づくりに向け、関係機関とも連

携し、教育環境の整備に努めるとともに、障

がいのある子ども一人ひとりの状況に応じ

た配慮・支援に努めること。 

 

 

・ 「ともに学び、ともに育つ」を基本に、一

人ひとりの障がいの状況や教育的ニーズに

応じた合理的配慮が行われるよう努めるこ

と。あわせて、合理的配慮の基礎となる教育

環境の整備・充実に努めること。 

・ 合理的配慮の検討・決定にあたっては、児

童・生徒の発達段階等をふまえ、現在必要と

されているものは何か、優先して提供する必

要があるものは何か等について、学校と保護

者・本人とが十分に話し合い、合意形成を図

ること。 

 

 

・ 早期支援の重要性に鑑み、療育施設・就学

前機関との連携において、「個別の教育支援

計画」や「サポートブックはーと」を作成・

活用し、早期から適切な支援を引き継いでい

くことができるよう努めること。 

 

 

 

・ 障がいのある児童・生徒については、学校

生活のみならず、家庭生活や地域での生活も

含め、長期的な視点に立って幼児期から学校

卒業後までの一貫した支援を行うことが重

要であることをふまえ、「個別の教育支援計

画」の活用にあたっては、本人や保護者の同

意を得たうえで、医療・福祉・保健等の関係

機関で共有を図るとともに、進学先・就労先

等に適切に引き継ぐよう努めること。 

・ 「個別の指導計画」の作成・活用にあたっ

ては、「個別の教育支援計画」との関連を図

りつつ、一人ひとりの障がいの状況や心身の

発達段階等に応じた指導目標、指導内容及び

指導方法を明確化し、きめ細やかな指導の工

夫に努めるとともに、実施状況を適宜評価し、

改善を図りながら、児童・生徒の指導に関わ

る教職員で共有すること。 

・ 通級による指導を受けていない通常の学級

に在籍する発達障がい等のある児童・生徒の

指導にあたっても、将来的な学びの場の変更

を視野に入れ、積極的に「個別の教育支援計

画」及び「個別の指導計画」の作成・活用に

努めること。その際、「サポートブックはー

と」を積極的に活用すること。 

 

 

 

・ 病弱児については、学校間、家庭、病院等

との連携を密にし、継続した学習指導に配慮

すること。 

・ 合理的配慮の観点をふまえ、医療的ケアを

必要とする児童・生徒が安全・安心に学校生

（７）就学相談・支援の充実 

（８）合理的配慮についての適切な対応 

（９）早期から切れ目のない支援体制の構築 

（10）個別の教育支援計画・個別の指導計画

の作成・活用 

（11）病弱児や医療的ケアの必要な児童・生

徒への支援の充実 
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活を送ることができるよう、校内体制を整え

るとともに、配置された看護師や学校医を含

む医療、福祉等との連携をより一層図るなど、

充実した医療的ケア実施体制構築に努める

こと。 

・ 医療的ケアについての一般的な知識や医療

的ケアが必要な子どもへの理解、緊急時の対

応等の研修を実施し、医療的ケアについての

理解を深めること。 

・ 医療的ケア児を受け入れる学校において 

発災に備えた対応について取り決めるとと

もに、必要に応じて危機管理マニュアルの改

定等を検討すること。 

 

 

・ 障がいのある児童・生徒の指導・支援等に

関する様々な課題に対応できるよう、研修内

容を充実させ、すべての教職員の資質向上を

図ること。 

・ 支援教育の視点をふまえた子ども理解をす

べての教職員に浸透するよう取組みを進め

るとともに、支援学級や通級による指導を受

ける児童・生徒に対し、個々の障がいの状況

や教育的ニーズに応じた適切な指導・支援が

行われるよう、計画的にすべての教職員の専

門性向上を図ること。その際、市及び府主催

研修を効果的に活用し、組織全体として取り

組むこと。 

 

 

・ 支援学校のセンター的機能に基づく相談・

支援を効果的に活用して、すべての教職員

への支援教育に対する理解・啓発や専門性

向上に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）教職員の資質向上 

（13）支援学校のセンター的機能の活用 

（11）支援学校のセンター的機能の活用 

《参考（市資料）》 

「河内長野市支援教育基本方針」（平成２１年４月） 

「河内長野市教育支援委員会運営規程」（令和８年４月） 

「河内長野市立小中学校医療的ケア実施要項」（令和６年４月） 

「支援教育のさらなる推進」（令和７年４月） 

「通級による指導の充実」（令和７年４月） 

「学校作業療法士の配置について」（令和７年１１月） 

「学校作業療法士のモデル配置について」（令和８年３月） 

（13）支援学校のセンター的機能の活用 
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様々な人権問題を解決し、人権尊重の社会づくりを進めるために、人権３法や府人権関係３条

例をはじめ、人権教育に係る国及び府の関係法令等に基づき、「生きる力」を育む教育活動の基盤

として、あらゆる教育活動において、共生社会の実現にむけた人権教育を一層計画的・総合的に

推進することが必要である。その際、ＳＮＳ等インターネット上の差別やいじめ等が深刻化して

いることにも留意する必要がある。 

また、児童・生徒の豊かな人間性を育むため、学校の教育活動全体を通した道徳教育を推進す

るとともに、多様な体験活動等の充実を図ることも必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ 人権教育の推進にあたっては、女性、子ど

も、障がい者、同和問題（部落差別）、在日

外国人、性的マイノリティ、ハンセン病患

者・元患者及びその家族、感染症等に係る人

権問題をはじめ、様々な人権問題に関する正

しい理解を深め、解決をめざした教育を総合

的に推進すること。 

・ 人権教育指導計画の作成にあたっては、児

童・生徒の実態をふまえ、発達段階に即した

体系的なものとなるよう留意し、日常的に人

権感覚の醸成に資する取組みを行うこと。 

・ 人権教育を進めるにあたっては、府作成の

関係資料を積極的に活用するとともに、市が

示す人権課題について、中学校区ごとに研究

授業を実施し、教員自身が人権課題に対する

正しい知識と適切に指導する力が備わるよ

う全教職員で取り組むこと。 

・ 校内体制の構築にあたっては、人権課題別

担当者の明確化を図るなど、校内推進体制を

確立し、人権尊重の理念を学校運営に反映す

ること。 

・ 児童・生徒が自他の権利を尊重するととも

に、社会の一員としての自覚のもとに義務を

果たすという基本的姿勢の形成をめざすこ

と。 

・ 学童期から生命の尊さに気づかせ、互いを

大切にする態度や人格の育成等をめざす人

権基礎教育に取り組むこと。 

・ すべての教職員が、「児童の権利に関する

条約」「こども基本法」及び「大阪府子ども

条例」の趣旨をふまえ、児童・生徒の意見を

受け止め、各学校の実情に応じた適切な指導

を行うこと。 

・ 児童・生徒が偏見や差別を解消しようとす

る態度と実践的行動力を育む指導ができる

よう、人権に関する知的理解を深め、人権感

覚を身につけるための研修や児童・生徒の変

容をもとに人権教育の指導力を向上させる

研究授業等の実施を組織的・計画的に進める

こと。その際、関係資料や府主催の人権教育

  人権・多様性を尊重する教育及び心を育む教育の充実  ７ 

・ 深刻化するインターネット上の様々な人権侵害や偏見、差別について、児童・生徒が被害者
にも加害者にも傍観者にもならないよう、人権教育や情報モラル教育を通して、人権に関する
知的理解を深めるとともに、人権感覚を身につけ、自他の人権を守るよう行動する力を系統的
に育成すること。その際、府作成の「ネット上の偏見・差別について考える学習活動体系」を
活用すること。 

・ 管理職をはじめとするすべての教職員が、研修等を通じて人権課題についての正しい理解を
深めて自らの人権感覚を高めるとともに、あらゆる場面で人権意識を絶えず見つめ直しつつ教
育活動を行うこと。とりわけ、「部落問題学習・いじめ問題・多文化共生と外国人教育」の人
権課題に関わる研究授業に取り組むこと。 

・ 道徳科の授業においては、児童・生徒が道徳的価値を自分事とし、多面的・多角的に考えた
り、議論したりすることにより、自己や人間としての生き方について考えを深められるよう、
子どもたちの実態に即しながら指導を工夫すること。 

（１）人権教育の充実 
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実践研究協議会及び人権教育フォーラム等

の機会を積極的に活用すること。 

・ すべての教職員が、人権に関する知的理解

を深め、人権感覚を身につけるための研修や

人権教育の指導力の向上に向けた中学校区

研究授業等の実施を組織的・計画的に進める

こと。 

・ 市人権教育研究会や府人権教育研究会等へ

の教職員の積極的な参加を促すこと。 

 

 

 

・ 関係法令及び答申等の趣旨をふまえ、課題

のある子どもたちに対する人権尊重の視点

に立ち、同和問題（部落差別）の早期解決に

向けて、人権教育の一環としての同和教育の

推進に努めること。 

・ これまでの同和教育の経験や成果を生かし、

同和問題（部落差別）をはじめとする様々な

人権問題の解決に向けて、人権教育を推進す

ること。 

・ 中学校区ごとに実施する人権教育研究授業

においては、少なくとも３年に１度は部落問

題学習を取り上げること。 

 

 

・ 道徳教育は、道徳科を要として学校の教育

活動全体で行うこと。また、学校が一体とな

って道徳教育を進めるため、校長が道徳教育

の方針を明確に示すとともに、道徳教育推進

教師が中心となり、指導方法や評価の在り方

について研究・研修に取り組んで指導体制を

構築すること。 

・ 道徳教育の全体計画及び年間指導計画の作

成にあたっては、児童・生徒や地域の実態、

学校の特色等を考慮し、重点事項を定めた上

で、各教科等における道徳教育に関わる指導

の内容及び時期を整理したものを別葉にし

て加えて関連付けるなどして、年間を通して

活用しやすいものとすること。また、年間３

５時間（小学校１年生は３４時間）の指導時

数を確保すること。 

・ 道徳科の授業においては、道徳的価値につ

いて教材や体験等から考えたことを、議論を

通して多面的・多角的に考えを深め、自分と

の関わりで考察できるよう、教材提示や発問、

話し合いの形態や板書等の指導方法を工夫

し「考え、議論する道徳」に向けた授業改善

に努めること。 

・ 地域の人々の参画等によって、家庭や地域

社会と一体となった取組みを推進すること。 

 

 

・ 関係法令等をふまえ、共生社会の実現をめ

ざし、障がい者に対する無理解や偏見等を取

り除き、障がい者の人権が尊重される教育を

推進するため、各学校においては、障がいに

ついての理解を深める教育を系統的に実施

すること。その際には、関係資料等の活用を

図ること。 

・ 障がいのある児童・生徒が自尊感情や自己

肯定感を育み、自らを取り巻く人間関係を豊

かに構築していけるよう、関係機関や専門家

とも連携し、組織的な対応に努めること。 

・ 障がいの有無に関わらず、すべての子ども

が、日常的な関わりの中でお互いについての

理解を深め、一人ひとりを尊重し、違いを認

め合う態度を育む集団づくりを学校全体で

進めること。 

 

 

・ 関係法令及び指針の趣旨をふまえ、互いの

違いを認め合い、共に生きる教育を系統的に

実施すること。その際には、関係資料等の活

用を図り、指導内容、指導方法等の工夫・改

善及び教材、資料の研究開発に努めること。 

・ 自国の歴史や文化・伝統に誇りを持ち、諸

外国の文化や習慣等について理解を深め、互

いに違いを認め合い、共に生きていく力や自

分の意思を表現できる力を育成すること。 

・ 韓国や中国など、近隣アジア諸国との継続

的な友好・文化交流活動の推進を図るなど、

相互理解や相互信頼を深める取組みを進め

（５）多文化共生教育の推進 

（３）道徳教育の充実 

（４）「ともに学び、ともに育つ」教育の推進 
（２）人権教育の一環としての同和教育の 

推進 
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ること。 

・ 課外の自主活動等も含め、在日韓国・朝鮮

人をはじめとする在日外国人児童・生徒が、

自らの誇りと自覚を高め、本名を使用できる

環境の醸成に努めること。 

 

 

 

・ 関係法令及び府条例の趣旨をふまえ、研修

等を通じて、教職員が性的指向及び性自認の

多様性に関する理解を一層深めるとともに、

児童・生徒が性的指向及び性自認の多様性に

ついて、正しく理解できる取組みを推進する

こと。 

・ 性的指向・性自認について、児童・生徒の

心情に配慮した環境をつくるとともに、相談

しやすい体制を整えること。 

・ 性別に関係なく個々の能力を生かして安

心・安全に過ごせるためのジェンダー平等教

育を推進すること。その際、大阪府府民文化

部男女参画・府民協働課が作成したジェンダ

ー平等教育啓発教材「男女共同参画について

考えよう」を活用すること。 

・ 児童・生徒が固定的な性別役割分担意識に

とらわれないように、名簿や並び方、各種調

査など、すべての教育活動において、必要の

ない男女別の指導は行わないこと。 

・ ジェンダー平等の観点から、学校からの配

付物や掲示物をはじめ、学校環境を日常的に

点検すること。 

 

・ 生命の尊さ、戦争の惨禍、平和の尊さにつ

いて適切に指導し、国際社会に貢献できる資

質と態度を身につけられるよう、平和教育を

推進すること。その際「平和教育基本方針」

をふまえるとともに、府が作成した事例集や

大阪国際平和センター（ピースおおさか）等

の施設を活用すること。 

 

・ 児童・生徒が福祉の意味や役割についての

理解を深めるために、障がい者や高齢者との

出会いや体験活動等を通じて、身近にいる障

がいのある仲間や高齢者への思いやりにつ

なげるなどの福祉教育の推進を図ること。 

 

 

・ 校長を中心とした、人権侵害を許さない学

校体制づくりに努めること。 

・ 教職員が差別事象等の人権侵害を見逃さな

い感覚を高めるとともに、人権侵害が生起し

た場合には、市教育委員会及び関係機関と連

携を図り、迅速かつ組織的に対応すること。 

・ 事象が生起した際は、差別等を受けた児

童・生徒の人権を擁護することを基本とし、

併せて、関係した児童・生徒の背景をはじめ

事実関係を的確に把握・分析し、明らかとな

った教育課題の解決に最大の努力を払うこと。 

  

 

・ 日々の生活の中で改めて「こころ」につい

て見つめ直し、できることから実践する「こ

ころの再生」府民運動の趣旨をふまえ、学校

教育活動全体で『「大切なこころ」を見つめ

直して～「こころの再生」府民運動～』の活

用等により、「生命（いのち）を大切にする」

「思いやる」「感謝する」「努力する」「ルー

ルやマナーを守る」など、子どもたち一人ひ

とりの豊かな心を育む取組みを実践するこ

と。また、各学校や地域において、あいさつ

運動や交流活動等を積極的に進めること。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

・ 教職経験年数の少ない教職員に人権教育の

実践や成果を継承するとともに、すべての教

職員がさらなる人権教育の取組みを充実・発 

（６）ジェンダー平等教育の推進と性的 

マイノリティの子どもへの対応 

（７）平和教育の推進 

（９）人権侵害事象等に対する対応 

（10）「こころの再生」府民運動 

（８）福祉・ボランティア教育の推進 

「こころの再生」 

府民運動のロゴマーク 
 
 

 
 
 

 
 

愛さつＯＳＡＫＡの 
ロゴマーク 

（11）教職員人権研修ハンドブックの活用 
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展することができるよう、研修の実施に際し ては「教職員人権研修ハンドブック」の活用 

に努めること。 

 

 

 

・ 生命の尊さに気づき、思いやりの心や将来

への志・夢を育み、自他の人権を守ろうとす

る意識・態度と豊かな人間性や社会性を身に

つけるため、大阪人権博物館（リバティおお

さか）閉館後も移動展示として開催されてい

る人権展・企画展等を通じて、同館がこれま

で収集してきた資料の活用に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）大阪人権博物館（リバティおおさか）

が収容してきた資料の活用 

《参考（市資料）》 

「河内長野市教育委員会人権教育基本方針」（令和８年１月） 

「河内長野市同和教育基本方針」（昭和４９年３月） 

「人権・多様性を尊重する教育及び心を育む教育の充実」（令和７年４月） 
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市内小・中学校において、不登校児童・生徒数、暴力行為の発生件数の増加や、初期対応の誤

りにより解決が難しくなるいじめケースがあるなど課題が大きくなっている。不登校、ヤングケ

アラーや、いじめ・暴力行為等の問題行動等に対して、各学校においては、児童・生徒理解に基

づいて組織的な対応を行い、すべての児童・生徒の主体的な成長を支える指導を推進することが

重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ すべての児童・生徒を対象にコミュニケー

ション力、他者理解力、人間関係形成力、目

標達成力等の社会的資質・能力の育成をめざ

した取組みを、意図的に各教科や総合的な学

習の時間、特別活動等も関連させて行うこと。 

・ 学校生活のあらゆる場面で、児童・生徒が

自分の思いを伝え、互いのよさや違いを認め

合うことができる共感的な人間関係、学級づ

くり、安心して授業や学校生活を送れる風土

を教職員の支援のもと、児童・生徒が自らつ

くりあげるよう配慮すること。 

・ 生徒指導の諸課題にかかる未然防止をねら

いとした非行防止教室や、いじめ防止教育、

ＳＯＳの出し方に関する教育を含む自殺予

防教育、薬物乱用防止教育等の教育プログラ

ムを計画的に実施すること。 

 

・ 不登校に至る背景等については多様化・複

雑化していることから、児童・生徒の状況等

を多面的に見立てたうえで、その子に合った

支援を行うこと。その際、登校復帰のみを目

標にするのではなく、児童・生徒が自らの進

路を主体的に考えられるよう配慮するとと

もに、多様な学びの場が確保されるよう努め

ること。 

・ 各校においてはすべての児童・生徒が安心

して過ごせるよう、自己肯定感や自己有用感

を高めることや居場所づくり、子どもどうし

不登校、ヤングケアラーやいじめ、暴力行為等への 
取組みの推進  ８ 

・ 児童・生徒一人ひとりの良さや可能性を伸長させる取組みを進めるにあたっては、児童・生
徒が自発的・主体的に自らを発達させていく過程を教職員が支えるという観点に立ち、学習指
導と生徒指導を相互に関連付けるよう留意すること。 

・ スクリーニングやアンケート等、あらゆる機会を通じて、日頃から子どもの状況把握、生徒
指導上の課題を早期発見し、組織的な対応につなげること。また、粗暴な言動や授業に関係の
ないタブレットの使用、不規則な発言、授業中の立ち歩き等見られる場合にも生徒指導上の課
題として捉え、組織的な対応を行うこと。加えて、把握した情報については、スクールカウン
セラーやスクールソーシャルワーカー等と共有し、支援の必要性を検討する等、専門家も含め
たチームによる教育相談体制を整えること。 

・ 不登校への対応については、個々の児童・生徒の支援ニーズに応じた支援を進めるために、
ＩＣＴ等の活用や校内支援ルームなど教室以外の居場所の確保に加え、ゆう☆ゆうスペース
（学びの多様化教室）や府不登校支援センター（まいど）、民間団体等、関係機関との連携を
図り、学びにアクセスできない子どもをなくすこと。 

・ いじめを認知した場合には、速やかに学校いじめ対策組織に当該いじめに係る情報を報告し、
組織的な対応につなげること。いじめの解消に向けては、当該組織を中心に、いじめに至った
背景を的確に把握したうえで解消までの方針を立て、迅速かつ丁寧に対応すること。 

・ ヤングケアラーについては、本人や家族の意識が様々で、表面化しにくいことから、ヤング
ケアラーについて教職員の理解を深めること。また、子どもの生活状況は短い期間であっても
変わることから、普段から子どもの些細な変化を捉えることでその困り感に早く気づき、本人
の気持ちに寄り添った支援につなげること。 

（２）不登校への取組み 

（１）児童・生徒一人ひとりの良さや可能性

の伸長を支える取組みの推進 
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の絆づくりを行うなどし、魅力ある学校づく

りを推進すること。 

・ 定期的なスクリーニングやアンケート、日

頃の授業観察等を通じて、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーと連携

しながら不登校の兆しの把握に努めること。 

・ 不登校やその兆しのある子どもたちが安心

して生活したり、自分のペースで学習したり

することができるよう、校内の居場所として

校内教育支援ルームを確保するとともに、組

織的な運営体制を構築すること。当該ルーム

では、１人１台端末を活用したオンラインで

の学習等、教育の機会確保を含めた多様な支

援を行うこと。 

・ 個々の不登校の状態等に応じて、ゆう☆ゆ

うスペース（学びの多様化教室）や府不登校

支援センター（まいど）、フリースクール等

の民間団体等と連携しながら、児童・生徒に

合った支援につなげること。また、これらの

機関や自宅等での学習評価を適切に行うこ

と。その際、在籍する学校の教育課程上、適

切と判断できる学習内容とすることや、保護

者と十分な協力関係を保つこと、不登校児

童・生徒本人との関わりを継続することに留

意すること。さらに、定期的に児童・生徒の

状況を把握し、都度よりよい支援の方向性を

検討すること。 

・ 小学校入学当初から不登校となる児童がい

ることや、中学校１年生時において不登校者

数が増加していることから、子ども園・保育

園・幼稚園等就学前機関と小学校、小学校と

中学校等、校園種間での接続時に、児童・生

徒に係る情報や、これまでの教育や保育の内

容についての共有を適切に行う等、円滑な引

継ぎを実施すること。 

・ 中学校３年時に長期にわたり不登校状態に

ある生徒に対しては、本人や家庭の状況やニ

ーズを丁寧に把握したうえで、進路相談等に

おいて、進学・就職先や卒業後の支援先等、

必要な情報を提供し、生徒が自らの進路を主

体的に選択できるよう支援に努めること。 

 

・ いじめへの対応については、「いじめ防止

対策推進法」や国の「いじめの防止等のため

の基本的な方針」をふまえた対応が為される

よう留意すること。 

・ 各学校において「学校いじめ防止基本方針」

を作成するとともに、毎年度、実効性が高い

ものとなっているか見直しを図ること。 

・ 「いじめは絶対に許されない」との人権感

覚を、特別の教科道徳や人権教育の実践を通

して、日頃より醸成し、異なる感性や感覚、

異なった言動を受容できるいじめに向かわ

ない集団づくりに努めること。また、いじめ

が生まれる構造やいじめの加害者の心理を

明らかにしたうえで、いじめに向かわない態

度や力を身に付ける未然防止教育を計画的

に実施すること。 

・ 各学校においては、アンケートや 1人１台

端末を活用した「こころの記録」、改訂され

た国の「いじめ重大事態の調査に関するガイ

ドライン」のチェックリストや、「いじめ対

応セルフチェックシート」等を活用し、いじ

めの早期発見、対処の在り方等について、管

理職及び教職員の理解を深めるとともに、日

常より子ども理解に努め、子どもの不安や多

様な悩みを受け止めること。その際、複数回

のアンケート調査やスクリーニング等を実

施するとともに、スクールカウンセラーやス

クールソーシャルワーカー、スクールロイヤ

ー等の専門家を活用し、日頃から教育相談体

制の充実を図ること。 

・ 相談窓口の設置等、児童・生徒・保護者が

相談しやすい体制を構築し、その周知を図る

こと。あわせて、府が設置する「ＬＩＮＥ相

談」「すこやか教育相談２４」や市長部局に

よるいじめ相談等の相談窓口の周知を図る

こと。 

・ いじめに対して組織的な対応を行う際、関

係児童・生徒への聞き取りや支援体制等の構

築、保護者との連携等について迅速に方針を

決定すること。 

・ いじめへの対応にあたっては、事態の深刻

化を防ぐため、必要に応じて市教育委員会
（３）いじめへの取組み 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337219.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337219.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1400142.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1400142.htm
https://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/ijime/
https://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/ijime/
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の学校支援チームや府の緊急支援チームの

活用を図るとともに、警察や少年サポート

センターとも連携し、対応に当たること。 

・ 障がいのある児童・生徒、外国にルーツの

ある児童・生徒、性的マイノリティ等に係

る児童・生徒等に対して、いじめが行われ

ることのないよう、適切な支援を行うとと

もに、保護者との連携、周囲の児童・生徒

に対する必要な指導を組織的に行うこと。 

・ いじめ重大事態については、改訂された国

の「いじめ重大事態の調査に関するガイド

ライン」をふまえた対応を行うこと。 

・ 「河内長野市こどもたちをいじめから守り

悩みに寄り添う条例」の趣旨を踏まえ、適

切に対応すること。 

 

 

 

・ インターネット・ＳＮＳを介したいじめに

ついては、児童・生徒の端末や携帯電話等の

利用実態に応じた指導を年間計画に位置付

けるとともに、研修等により教職員が正しい

理解を深め、保護者への啓発にも努めること。 

・ 児童・生徒の端末や携帯電話等の利用に当

たっては、その有用性・危険性を理解させる

とともに、正しくネットを使い、適切な使用

時間を守るなど、自ら対処できる力を育成す

ること。  

・ 端末や携帯電話等でのＳＮＳや無料通話ア

プリ等を介したネット上のトラブルや誹謗

中傷の書き込み、ネット依存等の課題に対し

ては、「ＳＮＳノート大阪」等を活用し、児

童・生徒への指導に加え、保護者への啓発活

動等を行うこと。また、必要に応じて「大阪

の子どもを守るサイバーネットワーク」と連

携し対応すること。 

・ 学校での端末や携帯電話等の取扱いについ

ては、「河内長野市立小中学校における携帯

電話の取扱いに関する方針」も参考にルール

や方針を定めるとともに、定期的に見直しを

図ること。 

 

・ ヤングケアラーについては、本人が家庭の

状況を知られたくない場合、また、やりがい

を感じている場合や本人や家族が支援を必

要と考えていない場合等、状況が様々であり、

日頃からの子どもの状況把握に加え、生活等

についてのアンケートを工夫する等、教職員

が早期発見に努めること。 

・ ヤングケアラーを把握した際には、スクー

ルカウンセラー等と協働し、まず本人から丁

寧に話を聞き取ること。支援にあたっては、

スクールソーシャルワーカーと協働し、リス

クに配慮しながら、子どもや家庭にそった支

援につなげること。また、必要に応じて福祉

等関係機関との連携を図ること。 

 

・ 日々の取組みにおいて、公正公平な態度や

法やきまりの意義を理解し順守する等の規

範意識等、社会的資質を高めるよう働きか

ける取組みを学習指導と関連付けて推進す

ること。 

・ 学級がうまく機能しない等生徒指導上の課

題については、機能的にチーム対応できるよ

う日頃より教職員が相談しやすい関係や雰

囲気を醸成し、教職員同士が支え合い、学び

合う同僚性を高めておくこと。また、児童・

生徒の健全育成を地域で担うという観点か

ら家庭・地域社会との連携を日常的に進めて

おくこと。 

・ 暴力行為に対しては、毅然とした指導を行

うとともに、責任の所在を明確にし、加害者

への早期の指導や被害の拡大防止等の対応

を図ること。その際、対応の基準を明確化し、

全ての教職員が適切な指導を行えるように

共通理解を図るために、「５つのレベルに応

じた問題行動への対応チャート」についても

積極的に活用すること。また、児童・生徒が

暴力行為に至る要因を見立てるとともに、児

童・生徒を取り巻く環境の改善に向け、子ど

も家庭センターや警察、少年サポートセンタ

（６）暴力行為等への取組み 

（５）ヤングケアラーへの取組み 

（４）インターネット、ＳＮＳ上のトラブル

への取組み 

https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/taiou/taiou.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/taiou/taiou.html
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ー、市担当課等関係機関との連携を図ること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考（市資料）》 

「いじめチェックポイント３０－河内長野市版－」（平成２４年１１月） 

「いじめ緊急対応マニュアル（さ・し・す・せ・そ）【学校用】」（平成２４年１１月） 

「５つのレベルに応じた問題行動への対応チャート」（平成２７年２月） 

「河内長野市いじめ防止等基本方針」（令和８年４月） 

「教育情報セキュリティポリシー」（令和８年３月） 

「河内長野市立小中学校における携帯電話の取扱いに関する基本方針」（令和２年９月） 

「こころの記録導入に向けて」（令和５年２月） 

「河内長野市こどもたちをいじめから守り悩みに寄り添う条例」（令和７年１２月） 
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子どもたちが被害者・加害者となる事件・事故、自死などの未然防止に向けた適切な対策や、

日常生活での人間関係や学習等への子どもたちの不安やストレスの高まりに対するサポートを行

うとともに、自他の生命を大切にする心を育むための総合的な取組みが重要である。 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

 

・ 児童・生徒が誰にも悩みを伝えられないま

ま深刻な状況に陥ることもあることから、養

護教諭やスクールカウンセラー等校内での

相談担当に加え、市の相談窓口や「すこやか

教育相談 ２４」、「被害者救済システム」、「Ｌ

ＩＮＥ相談」等の校外での相談窓口について

も児童・生徒や保護者に広く周知すること。 

・ 定期的なスクリーニングやアンケート等の

実施に加え、一人一台端末の活用、授業観察

等、様々な方法で日頃から子どもの些細な変

化をつかむ取組みを進めるとともに、子ども

のＳＯＳを受け止める教育相談体制を充実

させること。また、気になる子どもに対して

は家庭訪問を積極的に行うなどして、子ども

や保護者の状況の把握に努めること。 

・ 児童・生徒に、発達段階に合わせて、自ら

自分の身を守る力やＳＯＳを発信する力を

育成すること。その際、スクールカウンセラ

ー等を活用した授業等について検討するこ

と。 

 

 

・ 教職員は児童虐待を発見しやすい立場にあ

ることを自覚し、児童虐待に対する認識を

深めること。 

・ 児童虐待については、子どもに対する重大

な人権侵害であることを認識するとともに、

早期発見に努めること。また虐待が疑われ

る場合は、「河内長野市児童虐待防止ハンド

ブック」を活用し、適切に対応すること。 

・ 早期発見の観点から、欠席が継続している

児童・生徒に対して、定期的な安全確認を

行うこと。また、休業日を除き引き続き７

日欠席した場合は、学校は速やかに教育委

員会や市担当課に情報提供又は通告するこ

と。 

・ 通告後に、保護者からの威圧的な要求等が

ある場合には、組織的に対応するとともに、

速やかに教育委員会に連絡のうえ、ケース

に応じて警察等の関係機関やスクールロイ

ヤー等の専門家と連携して対応すること。 

・ 児童虐待により一時保護後解除された、も

しくは在宅で支援となった子どもについて、

教職員間で日常的に情報共有を行うととも

に、スクールソーシャルワーカーやスクー

ルカウンセラー等の専門家や福祉機関と連

携して、継続的な支援に努めること。 

・ 要保護児童対策地域協議会において、虐待

ケースとして進行管理台帳に登録されてい

る、もしくは児童相談所が必要と認める児

童・生徒について、１か月に１回以上、書面

（個票）にて情報提供を行うこと。 

・ 進学・転学の際の学校間の情報の引継ぎに

ついては、市虐待対応担当課や児童相談所と

情報共有し、伝達する内容に漏れがないよう

子どもたちの生命・身体を守る体制づくり  9 

・ 児童・生徒が不安やストレスを自ら発信できるよう相談窓口の周知の徹底や、心のケア等適
切に対応できるスクールカウンセラー等と連携した相談体制等を整えること。 

・ 児童虐待を受けた、またはその疑いがあると思われる子どもを発見した場合には、確証がな
くても速やかに子ども家庭センター又は市児童虐待担当課等へ通告すること。 

・ 児童・生徒の発達段階に合わせて、自ら自分の身を守る力や SOS を発信する力を育成するた
めに、スクールカウンセラー等と協働した「SOS の出し方に関する教育」を実施すること。 

（１）相談体制の充実、自ら相談する力の 

育成 

（２）児童虐待への対応 
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学校間での引継ぎをすること。その際、引き

継ぐ情報については、個人情報保護の観点か

ら市の個人情報保護条例等に基づき判断す

ること。 

 

 

・ 個人情報漏洩には、児童・生徒の生命・身

体を脅かす危険性もあることを認識したう

えで、個人情報の保護に関する法律や市個

人情報保護条例等をふまえ、適正な個人情

報管理に努めること。 

・ 学校における個人情報の取扱いに当たって

は、市教育情報セキュリティポリシーを順

守し、情報の格付けや取扱判断に基づいた

適切な管理を徹底すること。 

・ 個人情報を含む文書や記録媒体の管理・保

管・引き継ぎ等に当たっては、管理責任を

明確にし、適切な管理及び保護に組織的に

取り組むようにするとともに、各学校の状

況をふまえた実効性のある個人情報漏洩防

止策を講じること。 

・ 個人情報を取得する際は、その必要性、妥

当性及び取得方法を十分に検討し、利用目

的の通知等について適切に行うこと。 

・ 行政文書や個人情報の適切な取扱い、管

理・保管についての研修を深め、個人情報

保護の重要性について教職員一人ひとりの

意識の向上を図ること。 

・ 特に特定個人情報（個人番号（マイナンバ

ー）が記載された個人情報）や要配慮個人

情報（信条や病歴等、本人に対する不当な

差別、偏見が生じないよう配慮を要するも

の）の取扱いについては、関係法令や内閣

府特定個人情報保護委員会の「特定個人情

報の適正な取扱いに関するガイドライン」

をふまえ、市の基本方針等に基づき、安全

管理措置等を講じるなど、特定個人情報や

要配慮個人情報の保護、管理の徹底を行う

こと。 

・ 個人のＳＮＳ等を通じて個人情報が流出す

る案件があることから、情報発信等でイン

ターネットやＳＮＳを利用する際には、特

定の個人を識別できる写真や映像等も個人

情報に該当することをふまえ、教職員に対

しては適切な取扱いについて徹底するとと

もに、児童・生徒への指導や保護者への啓

発に努めること。また、緊急の対応を除き、

教職員個人のスマートフォン等の私的な端

末で児童・生徒等を撮影することのないよ

う、また、学校所有等の端末で撮影する場

合であっても児童・生徒等の画像を管理職

の許可なく学校外に持ち出すことのないよ

う徹底すること。 

・ 情報通信機器による処理を行うに当たって

は、校内で取扱規定を作成し、ネットワー

ク等を通じての情報の漏洩が生じないよう、

全教職員に周知・徹底するとともに、パス

ワード等により情報を保護するなど、万全

のセキュリティ対策を講じること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）個人情報の適正な取扱い 

《参考（市資料）》 

「児童生徒性暴力等の防止等に関する教師の服務規律の徹底について」（令和７年７月） 

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」（令和７年６月） 

「学校における個人情報の漏えい等事案を踏まえた個人情報の取扱いに関する留意点について（注意喚起）」

（令和７年６月） 

「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（令和８年３月） 

「河内長野市教職員の私用個人端末 利用制限ガイドライン」（令和８年３月） 

「河内長野市児童虐待防止ハンドブック」（令和４年１２月） 

https://www.ppc.go.jp/legal/policy/
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/
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「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」において、下位段階にある児童・生徒の割合が高い

状況にあることから、学校全体で授業等の工夫・改善を推進するなど体力向上に向けた取組みを

進める必要がある。また、依然として、体育活動中の事故が発生している状況をふまえ、体育の

授業や体育的行事、運動部活動等の体育活動に係る事故防止や熱中症対策に万全を期する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ 策定した「体力づくり推進計画」をもとに、

ＰＤＣＡサイクルに基づく体力づくりをよ

り一層進めること。その際、自校の課題を明

確にし、年間を通じた取組みにより改善を図

ること。 

・ 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

の結果をふまえて、体力向上に向けた取組み

を検証し、改善を図ること。特に、各校の実

態や課題から「これだけは学校全体でやりぬ

く」重点種目を１つ以上定め、全教職員が共

通理解の下、改善に努めること。 

・ 府教育委員会が作成した小学校教員向け動

画教材や「体育の授業がかわる！簡単プログ

ラム」「めっちゃぐんぐん体力アップハンド

ブック」などの資料、「元気アッププロジェ

クト事業」を積極的に活用し、学校全体で体

育活動の活性化をめざすとともに、児童・生

徒の運動習慣の確立に努めること。 

 

 

・ 各活動場所については、体育活動に適した

環境の整備を図るとともに、活動内容、児

童・生徒の人数をふまえ、安全に活動できる

よう、十分な広さを確保すること。 

・ 技術指導においては、段階をふんで具体的

に説明し、安全を確認しながら行うこと。 

・ 授業等で使用する機材・用具などは、危険

を予測し、日常的に安全点検を行うこと。特

にゴールやテント等については、確実に固定

すること。 

・ 児童・生徒に対し、体育活動に伴う危険性

について理解させるとともに、安全のための

ルールやきまりを順守するよう、徹底するこ

と。 

・ 熱中症を予防するために、こまめに水分や

塩分を補給させ、休息を取らせるとともに、

児童・生徒への健康観察など健康管理を徹底

すること。その際、「熱中症予防のための運

動指針」や「河内長野市立小中学校熱中症対

策ガイドライン」等により、活動の中止や延

期、見直し等も含め、適切に対応すること。 

・ 屋外での体育活動においては、天候の急変

などによる落雷等に十分注意し、ためらうこ

となく計画の変更・中止等の適切な措置を講

ずること。 

・ 万一に備え、迅速な救急処置や関係者への

連絡ができる体制を整備すること。 

 

 

・ 柔道の実施は、学習指導要領に定められた

必修事項であることを再確認し、安全管理体

制を万全に期した上で確実に実施すること。 

・ 中学校の保健体育における体育分野につい

て、特に「武道」の指導に当たっては、生徒

 体力づくりの推進と体育活動中の事故防止等の取組み  10 

・ 児童・生徒の体力状況を正確に把握・分析し、学校全体で授業等の工夫・改善を行うととも

に、地域・家庭でスポーツ活動に親しむ機会を増やすことにより、児童・生徒の運動習慣を育

み、体力づくりを推進すること。 

・ 学校における体育活動中の熱中症予防等、事故防止対策について、必要に応じて見直すとと

もに、適切な対応がなされるよう、学校全体で指導の徹底を図ること。 

（１）体力づくりの推進 

（２）学校の体育活動中の事故防止等の徹底 

（３）武道における安全指導 
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の技能の段階に応じて行うとともに、施設や

用具等の安全点検を行うなど練習環境に配

慮すること。特に、柔道において、受け身を

安全にできるよう十分な指導を行い、また、

安全な活動を確保するためのルールやきま

り等が確実に励行されるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考（市資料）》 

「河内長野市立小中学校熱中症対策ガイドライン」（令和 5年 4月） 
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子どもたちをめぐる薬物乱用や感染症、メンタルヘルス等の複雑化・多様化する現代的健康課

題への対応が求められており、学校教育活動全体を通した健康の保持・増進にかかる取組みの推

進及び健康教育の充実を図る必要がある。 

また、食物アレルギー事故は毎年生起しており、万が一の場合の対応が適切に行えるよう体制

を整える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ 市教育委員会が作成した「学校における食

物アレルギー対応ガイドライン」に基づき、

校長を責任者として関係者で組織する対応

委員会等を設置すること。また校内の状況に

ついて十分検討したうえで、対応マニュアル

をあらかじめ策定しておくとともに、常に点

検し、必要に応じて見直すなど、日頃から事

故防止対策を行うこと。 

・ なお、校長は、マニュアル策定の際に保護

者や主治医との連携を図りつつ、児童・生徒

の状況に応じたものとなるよう指導するこ

と。加えて、食物アレルギーの既往症がない

児童・生徒の初発の事故が多く発生している

ことからも、事故は、いつ、どこででも起き

るものと想定し、すべての教職員が緊急時に

対応できるよう、毎年校内研修等を実施する

こと。 

 

 

・ 学校給食の実施においては、学校給食法第

九条で定める「学校給食衛生管理基準」に基

づき、適切な衛生管理を行い、食中毒発生の

防止に努めること。 

 

 

・ 食に関する指導に当たっては、児童・生徒

の実態をふまえて指導の内容、方法、指標等

を決定し実施していくこと。そのためには、

すべての学校で食に関する指導の全体計画

及び推進するための校内体制を必要に応じ

て見直し、学校教育活動全体を通じて実施す

ること。とりわけ、栄養教諭配置校において

は、栄養教諭を中心とした組織的な取組みを

推進すること。特に、中学校での栄養教諭に

よる食育授業を計画的に実施すること。 

・ 学校・家庭・地域が連携した取組みを推進

するとともに、全教職員が連携・協力し、望

ましい食習慣の形成に結びつく実践的な態

度や食物を大事にする心などの育成を図る

こと。 

・ 食育の評価を、学校教育自己診断等を活用

して行い、食育の推進体制や指導内容の改善

を図ること。加えて、栄養教諭等が中心とな

り、個別的な相談指導などを通じて食に関す

る指導を実施し、児童・生徒が抱える食に関

する課題の改善に取り組むこと。 

・ 中学校全員給食開始後に設定する「お弁当

の日」において、自立的な食習慣の形成や感

謝の心の育成、食への関心の向上を図ること。 

 

 

・ 「学校保健安全法」に基づき、学校保健計

健康教育の充実 
 11 

・ 食物アレルギー事故は、いつ、どこででも起きるものだと想定し、すべての教職員が緊急時

に対応できるよう、毎年校内研修等を実施すること。 

・ 喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育については、中学校において専門家等による薬物乱用防止教

室を年１回以上開催することとし、地域の実情に応じて小学校においても開催に努めること。 

・中学校において、栄養教諭による食育授業や、全員給食開始後の「弁当の日」を計画的に実施

すること。 

（１）食物アレルギー事故防止の徹底 

（２）学校給食における衛生管理の徹底 

（３）食育の推進 

（４）学校保健計画の策定 
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画を策定すること。策定に当たっては、校内

の状況や前年度の学校保健の取組み状況等

をふまえ、具体的な実施計画とすること。 

 

 

・ 望ましい食習慣の形成をはじめ、就寝・起

床時間や戸外での適度な運動等、子どもたち

の生活リズムの確立・向上に向けた取組みの

推進が必要なことから、学校・家庭・地域及

び関係機関が連携して、児童・生徒の生活習

慣の確立に向け取り組むこと。 

 

 

・ 日本人の死亡原因として最も多いがんに関

して、がんという疾患の理解やがんと向き合

う人々に対する共感的な理解を深める教育

を推進すること。 

・ 中学校においては、医療機関と連携した「が

ん教育の充実につながる出前授業」を活用す

ること。 

 

 

 

・ 大麻・覚醒剤等の薬物乱用防止教育につい

ては、学校保健計画の中に位置付け、喫煙・

飲酒・医薬品の適正使用とともに、指導計画

を策定し、保護者への啓発を含め、学校教育

活動全体を通じて取り組むこと。 

・ 中学校においては、学校薬剤師や警察官等

の専門家等による薬物乱用防止教室を年１

回以上開催するとともに、「大阪府薬物の濫

用の防止に関する条例」をふまえ、市販薬等

の誤った使用の危険性についても理解させ

ること。 

・小学校においては、地域の実業に応じて薬物

乱用防止教室の開催に努めること。 

 

 

・ 児童・生徒が、発達段階に応じて心の健康

について学び、自ら心身両面にわたる健康課

題を解決する資質や能力を身に付けること

ができるよう、また、心の健康を保つには、

欲求やストレスに適切に対処する必要があ

ることを理解し、生涯を通じて健康で安全な

生活を送ることができるよう、指導の充実を

図ること。 

・ ゲーム等への過剰な参加は習慣化すると依

存症となる危険性があることから、インター

ネットやスマートフォン等の依存に関する

正しい知識の普及と、その予防にも触れるこ

と。 

 

 

・ 感染症対策のポイントは、「感染源を絶つ」、

「感染経路を絶つ」、「抵抗力を高める」であ

り、これらをふまえた取組みの重要性につい

て、教職員が理解するだけでなく、児童・生

徒にも理解させ、誰もが適切に対策を実施で

きるようにすること。 

 

 

・ 性に関する指導を通じて、子どもたちが性

に関する課題に適切に対応できるよう、府教

育委員会が作成した資料を活用するととも

に、外部機関等と連携するなど学校の実情に

応じ取り組んでいる取組みを充実させ、正し

い知識を身に付けるだけでなく、自ら考え適

切な意思決定と行動選択ができる力や、自己

や他者を認め尊重する態度を育成すること。 

・ 児童・生徒の発達段階や学習指導要領の趣

旨を踏まえつつ、個の尊重や心身の健康等の

包括的性教育の観点を含め、学校全体で計画

的に実施すること。 

・ 性暴力の加害者・被害者・傍観者にならな

いよう、生命を大切にする考えや、自分や相

手、一人ひとりを尊重する態度等を発達段階

に応じて身に付けるために、文部科学省が作

成した「生命（いのち）の安全教育」の教材・

指導手引き等を積極的に活用するなどし、指

導の充実を図ること。 

・ 性に関する指導を推進する際には、児童・

生徒の発達段階をふまえ、ジェンダー平等の

視点や「性の多様性」について教職員が理解

し、実態に応じた指導が必要であり、全教職

（５）生活習慣の確立 

（６）がん教育の推進 

（７）喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の 

充実 

（８）心の健康に関する指導の充実 

（９）感染症予防の取組み 

（10）性に関する指導の充実 
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員の共通理解のもと校内体制を整え、保護者

の理解を得て集団指導と個別指導を効果的

に組み合わせて、指導の充実を図ること。 

 

 

 

・ 緊急時に備え、すべての教職員が児童・生

徒等の突然死を防止するために、ＡＥＤの使

用を含めた心肺蘇生法を実施できる体制を

整えること。 

・ 中学校においては、学習指導要領に基づき、

心肺蘇生法などの実習を行うこと。 

 

 

 

・ 近視は将来の目の病気のリスクを高める可

能性があることがわかってきており、その多

くは小学校３～４年生頃に発症することか

ら、幼少期から視力低下や近視の新規発症の

予防が必要である。長時間の近業（近い所を

見る作業）に気を付けるなど、スマートフォ

ンやタブレット等の使用時の注意点につい

て周知に努めること。 

 

 

・ 児童・生徒の健康管理等については、保護

者・学校三師（学校医、学校歯科医、学校薬

剤師）・地域の関係機関等と十分な連携を図

るとともに、健康の保持増進に必要な資質や

能力を児童・生徒に育成することができるよ

う、保護者を委員とした学校保健委員会を設

置し、年に１回以上開催し、その活用を図る

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）ＡＥＤ使用を含めた心肺蘇生実施体制

の整備 

（13）学校保健委員会の開催 

《参考（市資料）》 

「学校生活における食物対応ガイドライン≪令和 4年度改訂≫」（令和 4 年 5月） 

（12）近視の発症と進行を予防するための 

   取組の充実 
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各校において生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、生徒が将来にわ

たりスポーツ、文化芸術活動に継続的に親しむことができる環境が整えられるよう、地域、学校、

分野・活動目的等に応じた地域との連携・協働、地域展開等、多様な形で実施されることが必要

である。 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ 部活動の取組みについては、令和４年 12

月、国「学校部活動及び新たな地域クラブ活

動の在り方等に関する総合的なガイドライ

ン」及び令和５年８月、「大阪府における部

活動等の在り方に関する方針」を参考にし、

「河内長野市中学校における部活動のあり

方に関するガイドライン」等に則り、休養日

を設ける等、適切に運営すること。特に休日

の活動においては部活動指導員等を効果的

に活用し活動の充実を図るなど、運営上の工

夫を行うこと。 

・ 市全域を対象とする地域クラブについて、

生徒への周知や、学校施設の利用、道具の共

用等についての地域クラブ展開に向けた協

議、調整等、連携を進めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの自主性を尊重した部活動の取組み  12 

・ 生徒が自主的にスポーツ・文化芸術活動に取り組む機会を保障する観点から、休日における
地域のスポーツ・文化活動の環境を整えること。その際、生徒への指導等に意欲を有する地域
人材の協力の下で、生徒にとって望ましいスポーツ・文化活動を地域が支える環境の構築を図
ること。 

（１）部活動の取組み 

《参考（市資料）》 

「河内長野市中学校における部活動のあり方に関するガイドライン」（令和８年３月） 
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急激に変化する時代の中で、一人ひとりの児童・生徒が、多様な人々と協働しながら様々な社

会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう、

実社会とのつながりを意識した小中高一貫したキャリア教育を推進することが重要である。 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ 児童・生徒が目標を持ち、学ぶことと自己

の将来とのつながりを見通しながら、主体的

に進路を選択・決定できるようにすること。 

・ 「わくわく・どきどきＳＤＧｓジュニアプ

ロジェクト」の「アイデアミーティング」や

「ＳＤＧｓジュニアフォーラム」などの取組

みを参考に、企業やＮＰＯ等地域で働く方々

と連携し、ともに地域の課題解決に向かう取

組みや、職業講話、職場体験等、実社会との

つながりを感じられる体験的活動を通じて、

児童・生徒が働くことの意義や目的を理解で

きるように創意工夫を図ること。 

・ 一人ひとりの生徒の夢や目標等を丁寧に把

握し、進学や就職に関する情報や資料を収

集・提供し、適切なアドバイスや支援に努め

ること。 

・ 進路未定者の減少に向けた取組みを進める

こと。また、キャリア教育を通して難しいこ

とにも挑戦することや、粘り強く取り組むこ

との大切さを伝えるとともに、高等学校等や

関係機関と連携し、中途退学を防ぐために、

適切な引継ぎや追指導に努めること。 

・ 進路指導事務に関する書類の作成に当たっ

ては、組織的な校内進路指導体制のもと、す

べての教職員が相互に緊密な連携を図り、適

正な事務処理を行うこと。 

・「オンライン出願システム」による出願手続

き等について、本システムに係る説明動画及

び説明資料等の確認を徹底し、遺漏なきよう

実施すること。その際、役割分担等を明確に

した学校体制を確立するとともに、電子デー

タ等進路指導に係る情報について、適切に管

理を行うこと。 

 

 

・ 障がいのある生徒の卒業後の進路について

は、高等学校や支援学校で「ともに学び、と

もに育つ」教育を推進しており、さらには、

「高等学校における通級による指導」「知的

障がい生徒自立支援コース」、「共生推進教室」

及び「職業学科を設置する知的障がい高等支

援学校」等の多様な選択肢があることが生徒・

保護者に十分に伝わるよう、できるだけ早期

に様々な機会を通じて、情報提供を行うこと。 

・ 障がいのある生徒の進路指導については、

管理職を中心とする校内体制の中で、進路指

導担当者と学級担任等が十分に連携し、学校

全体で対応すること。 

 

 

 

・ 当該児童・生徒の入国歴や家庭での使用言

語などの生活背景を把握するとともに、「文

化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童

生徒等のためのことばの発達と習得のもの

さし（略称「ことばの力のものさし」）」等、

 自主性・自立性を育成するキャリア教育・進路指導の推進  13 

・ 校種間の引継ぎにあたっては、キャリア・パスポートを有効に活用し、中学校区で子どもの
変容を共有すること。 

・ 府主催「わくわく・どきどきＳＤＧｓジュニアプロジェクト」を有効に活用する等、実社会
とのつながりを意識し、自身の将来の生き方を考えるキャリア教育の充実を図ること。 

・ 調査書等進路指導に関する書類の作成にあたっては、組織的な体制のもと適切に行うこと。
その際、府教育庁作成の「調査書記載内容チェックリスト」等を活用すること。 

（１）キャリア教育・進路指導の充実 

（２）障がいのある生徒の進路指導の充実 

（３）日本語指導が必要な児童・生徒の進路

指導の充実〔一部再掲〕 
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評価や指導に係る資料の評価ツールの積極

的な活用を図ること。また、児童・生徒一人

ひとりのことばの力に応じて個別の指導計

画を作成し、特別の教育課程による日本語指

導を実施すること。 

・ 当該児童・生徒及び保護者に対して、学習

や進路等に関する適切な情報提供に努める

こと。その際、府教育庁Ｗｅｂページ「帰国・

渡日児童生徒学校生活サポート」の「学校生

活サポート」や「多言語版家庭学習教材」「進

路選択のために」等を活用すること。 

・ 高等学校等への進学に関して、入学者選抜

制度や受験上の配慮事項、申請手続き等、丁

寧な説明をすること。その際、各地区の「多

言語進路ガイダンス」を周知するとともに、

参加を働きかけること。 

・ 当該生徒の在留資格が「家族滞在」の場合、

奨学金の受給や就職、就労時間等に制限があ

る旨を教職員が十分認識し、進路指導を行う

こと。 

・ 高等学校卒業後、日本で就職を希望する外

国籍の生徒のうち、在留資格が「家族滞在」

である者が「定住者」または「特定活動」へ

変更が認められることについて、「高等学校

等卒業後に本邦で就職を希望する外国籍を

有する者の在留資格の取扱いの変更につい

て」等を参考にするなど、国の動きをふまえ、

適切に最新の情報を提供すること。 

 

 

・ 高校等授業料無償化制度の改正に関する内

容について、教職員が、生徒・保護者に対し

て必要な情報を提供できるよう努めること。 

・ 生徒が経済的理由により高校・大学進学等

を断念することなく、自らの能力や適性等に

合った進路を主体的に選択できるよう、教職

員自らが奨学金制度等の理解に努めるよう

指導すること。 

・ 奨学金等の活用や進路に関する情報交流等

について、市の奨学金相談窓口・関係機関と

の連携に努めるよう指導すること。生徒及び

保護者に対して、奨学金制度の趣旨や目的等

について十分理解させるとともに、将来返還

する意義と責任等についても自覚させるよ

う指導すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）奨学金制度等の周知・活用 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/1415154_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/1415154_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/1415154_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/1415154_00001.htm
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予測困難な社会の変化に主体的に関わり、課題をみつけ、解決していこうとする力を育むため、

探究的な学習の推進に取り組むことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

・ 

・ 総合的な学習の時間については、探究的な

学習を重視するとともに、教科等横断的な視

点で学校の教育目標と関連付けた計画を作

成し、確実に実施すること。また、中学校区

で実施する研究授業の取組みを通じて、9年

間の系統性のあるカリキュラムの研究を進

めること。 

・ 生活や社会における課題等を追究・解決す

る活動においては、見学や調査等、人々や社

会と関わる体験活動を積極的に取り入れ、社

会の一員であることを実感できるよう活動

を工夫すること。 

・ 実社会や実生活の中から問いを見いだし、

子ども一人ひとりが探究のプロセス（①課題

の設定→②情報の収集→③整理・分析→④ま

とめ・表現）をふまえた学習活動に取り組む

ことができるよう工夫すること。その際、多

様な情報を収集・活用し、個別に追究したり、

異なる視点で意見を交流して互いの考えを

深めたりするなど、主体的・協働的に取り組

む学習活動となるよう工夫して指導するこ

と。 

・ 「調べ学習」に留まることなく、児童・生

徒が立てた仮説に基づき、情報を収集し、分

析して新たな価値を創造する探究プロセス

を重視すること。 

・ 児童・生徒が自己の興味関心に基づいて設

定した課題に対し、個別の解決を図る探究の

過程を一層重視すること。その際、試行錯誤

を繰り返す個人探究の場面を計画的に確保

し、知的好奇心を原動力とした「深い学び」

の実現を図ること。 

・ 指導に当たっては、社会と自分との関連を

意識させるため、身近な地域社会の課題を取

り扱うことや、地域の教育資源の活用により

多様な学習活動の充実を図るなど、学習内容

と社会との関連に留意すること。 

・ 探究的な学習の過程においては、言語活動

を重視し、他者と協働して課題を解決しよう

とする学習活動や、まとめたり表現したりす

る学習活動の充実を図ること。その際、例え

ば、比較する、分類する、関連付けるなどの

考えるための技法が活用されるようにする

こと。 

 

 

・ 子どもたちがよりよい社会をめざし、身近

な家族から、学校、地域へと、自分と社会と

の関わりを広げながら学習や経験を積み重

ね、主体的に社会に参画する力の基盤が身に

つけられるよう、主権者教育の充実を図るこ

と。その際、府が作成した「民主主義など社

会のしくみについての教育」の活用に努める

こと。 

・ 主体的に社会に参画する意識を醸成するた

めに、児童・生徒が学級や学校の課題を見 

いだし、よりよく解決するため話し合って合

 社会とつながる学習活動の推進  14 

・ 子どもたちが、生活や社会における課題を見出し、自分たちにできることを多様な人々とつ

ながりながら考え、行動する力を養うことができるよう、学習活動また特別活動も工夫すること。 

・ 「わくわく・どきどきＳＤＧｓジュニアプロジェクト」を活用して社会に参画する機会を創

出するなど、学校が創意工夫して、子どもたちが学んだことを自己と結びつけて、生き方を考

える等の探求的な学習を充実させること。 
 

（１）探究的な学習の充実（一部再掲） 

 

（２）主体的に社会に参画する力を育む指導

の充実 

https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/minsyusyugi/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/minsyusyugi/index.html
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意形成を図るような活動を充実させること。

また主体的に組織をつくり役割分担して協

力し合うなど、学級活動や、児童会・生徒会・

委員会活動等を通じて子どもの自主活動を

推進すること。 

 

・ 生活科や総合的な学習の時間、特別活動を

はじめ、各教科等、学校の教育活動全体を通

して体験活動の充実を図ること。 

・ 体験活動にあたっては、子どもたちが主体

的に取り組むことのできる活動を工夫する

こと。また地域の教材を積極的に活用すると

ともに、地域の課題に取り組んでいる企業等

と連携し、体験を通じての学びに努めること。 

・ 学校で動物を飼育する場合は、日本初等理

科教育研究会発行「学校における望ましい動

物飼育のあり方」等を活用し、獣医師と連携

して適切な飼育を行うこと。 

 

 

 

・ 「わたしたちからはじめる未来へのアクシ

ョン！～すべてのいのちが輝く社会に～」を

テーマとする「わくわく・どきどきＳＤＧｓ

ジュニアプロジェクト」を参考にして、社会

や地域の課題の解決に向けてアイデアを考

え、企業等からアドバイスをもらう「アイデ

アミーティング」や企業等による出前授業、

また、企業等からの課題提示により、他者と

協働して解決案を考えるなど、課題解決型の

学習を充実させること。 

 

 

・ 各教科や総合的な学習の時間、特別活動を

通じて、環境教育を推進すること。その際、

地球規模で生じている環境問題や持続可能

な社会の実現について、子どもたち一人ひと

りが自分事として捉え、主体的に行動するた 

めの意欲や態度を育むこと。そのために、身

近な地域の課題について考えることができ

るよう、地域や関係機関と連携し、環境教育

の充実を図ること。 

 

 

 

・ 小学生すくすくウォッチにおける教科横

断型問題「わくわく問題」を活用し、児童・

生徒に学びが社会とつながる実感や、探究し

たことを実際の生活に役立てる意識をもた

せること。その際、「小学生すくすくウォッ

チ指導参考資料」等も参考に、課題に対する

具体的な解決方法を話し合ったり考えたり

するなど、身近な問題から現代社会の諸問題

について、探究的な学習を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）環境教育の充実 

（３）体験活動の充実 

（４）「わくわく・どきどきＳＤＧｓジュニ 

アプロジェクト」の活用 

（６）小学生すくすくウォッチ「わくわく 

問題」の活用 

《参考（市資料）》 

「『総合的な学習の時間』モデル事例について」（令和６年１月） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06121213/001.pdf#search=%27%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%9C%9B%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%84%E5%8B%95%E7%89%A9%E9%A3%BC%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9%27
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06121213/001.pdf#search=%27%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%9C%9B%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%84%E5%8B%95%E7%89%A9%E9%A3%BC%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9%27
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大阪の子どもたちをめぐる様々な現状に対する支援については、スクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカー、スクールロイヤー等の専門家や福祉機関、地域関係機関等との連携を

図ることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

・ 相談室での個別面談のみならず、ケース会

議におけるコンサルテーションやスクリー

ニング等の早期対応への関わり、児童・生徒

へのいじめ防止教育やＳＯＳの出し方に関

する教育を含む自殺などの予防教育等の支

援をスクールカウンセラーが行うよう各校

での連携を進めること。また、生徒指導に関

する会議やいじめ不登校対策委員会への出

席、校内や校区のケース会議への参加や、専

門性を活かした教職員への助言等について

スクールカウンセラーが担うよう各校での

連携を進めること。 

 

 

・ ケース会議等における事前の情報整理や、

福祉的観点による見立てや支援をスクール

ソーシャルワーカーが行うよう各校での連

携を進めること。その際、必要に応じて、ス

クールソーシャルワーカーと協力しながら

関係機関との調整や働き掛け等を行うこと。 

 

・ 学校が直面している事案に対し、子どもの

最善の利益をふまえた法的な見地からの助

言や、深刻化防止に関わる法的な相談につい

ては、スクールロイヤーを活用すること。と

りわけ、いじめは法に基づいた対応が求めら

れることから、いじめが生起した際には、早

期の段階から法的な観点での助言を得る等

の連携を図ること。また、教職員対象の研修

や児童・生徒を対象とした法的な観点でのい

じめ防止教室を実施する場合等に府のスク

ールロイヤーを講師として招くことも検討

すること。 

 

 

・ 各学校においては、スクリーニングなどに

より収集した情報や生徒指導上の課題につ

いて、早期の段階からスクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカー等専門家に

よる見立てを深め、多様なプランニングにつ

なげること。また、深刻化する前に教育委員

会に報告し、連携して対応にあたること。 

・ 地域リソースの情報を各学校で共有すると

ともに、地域リソースとの連携が必要となる

 子どもたちの安全・安心を支えるための多職種連携  15 

・ 児童・生徒の状況把握にあたっては、アンケートや１人１台端末の活用、スクリーニング等

を実施するなどし、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等、専門家との協働

により、きめ細かな実態把握に努めること。 

・ 具体的な支援に取り組むにあたっては、ケース会議等において専門家と共に多角的に見立て

を深めること。そのうえで、校内組織において役割分担を明確にして、支援に向けた方針を立

てるとともに、必要に応じて支援計画の見直しを図ること。 

・ 児童・生徒の支援にあたっては、子どもや保護者のニーズを含めた見立てに基づき、必要に

応じて福祉等関係機関や警察、地域のＮＰＯ等の支援機関との連携を行い、定期的に状況把握

に基づいた支援方法の見直しを図ること。 

・ 児童・生徒のニーズに応じた支援につなげるため、スクールソーシャルワーカー等を活用し、

日常的に地域リソースを把握し、各機関との連絡方法等を確認するなど支援体制の構築を行っ

ておくこと。 

（１）スクールカウンセラーについて 

（２）スクールソーシャルワーカーについて 

（３）スクールロイヤーについて 

（４）多職種連携について 
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支援の場面や方法等について専門家との連

絡会等において深めるよう努めること。 

 

 

・ 警察や少年サポートセンターとの連携にあ

たっては、学校・警察相互連絡制度等を活用

し、必要に応じて情報交換や相談等を行い、

児童・生徒の非行の未然防止やいじめ問題へ

の対応等、生徒指導事案の深刻化を防ぐこと。 

・ 発達上の課題や心身の健康課題等による医

療機関との連携については、保護者との信頼

関係を築いたうえで、養護教諭やスクールカ

ウンセラー等とともに、学校で行うべき指導

や支援を明確にしながら進めること。 

・ 各関係機関との連携は、事案発生時のみな

らず、担当者同士が定期的に情報交換する場

を設ける等、日頃からの関係づくりを大切に

すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）関係機関について 
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子どもたちの学びや成長を支えるため、地域と学校園が連携・協働して行う「教育コミュニ   

ティづくり」をより一層推進することが必要である。 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ これまでの成果をふまえ、学校支援活動や

おおさか元気広場、家庭教育支援など、地域

の実態に応じた取組みの継続と充実を図り、

活性化に努めること。 

・ 地域と学校が連携・協働する体制づくりを

より一層推進するため学校運営協議会を活

用した学校運営体制の充実に努めること。 

・ すべての学校区で、学校支援ボランティア

等の仕組みを活用して、保護者や地域の人が

学校における教育活動や様々な活動に参加

してくれる環境づくりを促進し、地域ととも

にある学校づくりを進めること。 

 

 

・ 社会に開かれた教育課程の実現に向け、各

小中学校に設置している学校運営協議会の

機能を活かし、各学校において学力向上や体

験活動、キャリア教育や不登校等、各学校の

教育方針や課題解決に向けた教育活動の質

的向上を図ること。 

 

 

 

・ 「地域とともにある学校づくり」の視点か

ら、学校運営協議会の成果と課題を整理し、

その取組みをさらに充実させること。 

・ 適切かつ多様な委員の人選や委員の当事者

意識を高める工夫等を行い、当該組織の活性

化に努めること。 

・ 公民館との複合化を始め社会教育施設を有

効に活用する等、地域住民との交流や協働的

な学びの機会を創出することで、子どもたち

の学びを豊かにするとともに、地域に開かれ、

地域とともにある学校づくりを進めること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育コミュニティづくりの推進  16 

・ 社会に開かれた教育課程の実現に向けて、学校運営協議会において各校の課題に応じて協議

し、地域とともにある学校運営体制のさらなる充実を図ること。 

・ 教育コミュニティづくりの推進に当たっては、学校や地域の実態等に応じた取組みの継続と

充実を図ること。 

（１）教育コミュニティづくりの活性化 

（２）学校運営協議会の充実 

（３）地域とともにある学校づくりに係る 

組織のさらなる充実 

《参考（市資料）》 

「河内長野市立学校における学校運営協議会の運営等に関する規則」（令和２年７月） 
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教員が子どもたちと過ごす時間や自らの資質・能力の向上を図る時間を確保・充実できるよう、

各学校の特色や状況をふまえつつ長時間勤務の縮減に向けた取組みを進め、教職員の在校等時間

管理及び健康管理を徹底するとともに、教職員一人ひとりの意識改革を推進するなど、教職員の

働き方改革を進めることが重要である。 

 

 

 

 

【取組み項目】

 

・ 教職員の在校等時間管理については、関係

法令及び規則に基づき、適切に行うこと。 

・ 教職員に時間外又は休日勤務を命じる場合

には、法令その他の規則等（特に教育職員に

あっては給特法第７条に基づく業務量の適

切な管理等に関する指針、事務職員にあって

は労働基準法第 36 条）に基づき、適切に行

うこと。 

・ 週休日の振替等を行う場合、当該教員を適

切に休養させること。 

・ 各校の実態に応じた長時間勤務の縮減に向

けた取り組みを適切に行うこと。 

 

・ 教員の学校部活動の指導等について、教員

の負担が過度にならないように、業務改善及

び勤務時間管理等を行うこと。 

 

 

 

・ これまで実施してきた経緯や目的を踏まえ、

教育的価値が損なわれることのないよう、十

分に留意しながら、真に必要な学校行事とな

るよう、実施内容等の見直しを行うこと。 

 

 

・ 休憩時間を確実に取得できる環境づくりに

努めること。また、校長は休憩時間を明示し

当該時間に取得できない場合には、他の時間

帯に与えるなど、適切な対応をとること。 

 

 

・ 労働安全衛生法令に基づき、教職員の健康

の保持増進と快適な職場環境形成の観点か

ら、安全衛生委員会等の活性化のほか、職員

の意見を聴くための機会を設けるなど、労働

安全衛生管理体制をより充実させること。 

・ 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基

づき、教職員の勤務時間を客観的な方法等に

より把握し、時間外在校等時間が月８０時間

を超えた職員については、本人及び市教育委

員会を通じた産業医への情報提供や面接指

導等を適切に行うこと。 

・ ストレスチェックを適切に実施するために、

その趣旨である「メンタルヘルス不調の一次

予防の強化」と「集団分析による職場環境改

善」（実施する場合）について職員に周知し、

ストレスチェックの受検推奨に努めること。 

・ 教職員の心身の健康増進・メンタルヘルス

の予防のために、公立学校共済組合大阪支部 

が設置している「大阪メンタルヘルス総合セ

ンター」における相談事業（セルフケア・ラ

インケア）、研修事業及び復職支援事業を積

極的に活用すること。 

・ 給特法指針をふまえた教職員向けの心身の

健康問題についての相談窓口の設置など、制

度周知及び相談体制の整備を行うこと。 

・ 労働基準法第 36 条に基づく協定の締結及

び労働安全衛生体制の充実を図ること。 

学習指導要領の確実な実施  １  自主性・自立性を育成するキャリア教育・進路指導の推進  14  17 働き方改革 
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・ 教育職員の働きやすさと働きがいを両立し、子どもたちによりよい教育を行うという働き方
改革の目的を全教職員が共通理解して取組みを進めること。 

・ 「河内長野市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」を踏まえ、各
校の実態に応じて課題解決の取り組みを行うこと。 

（１）在校等時間管理について 

（４）休憩時間について 

（５）労働安全衛生体制の充実 

（２）部活動の取組み 

（３）教育的意義や教育的価値を達成する 

学校行事の実施 
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社会が急速に発展し、生成ＡＩ等の新たな技術が広く普及している中で、教員は高度な専門職

として主体的・継続的に新たな知識・技能の習得に取り組むことが不可欠である。また、管理職

自らが自身の資質・能力の向上を図りながら、一人ひとりの教員に応じた研修等の受講奨励など

を通じて、力と熱意を備えた教員、ミドルリーダー及び次代の管理職の育成を進めることが必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ 教職員が教育に携わる公務員としての責務

を自覚し、府民の信頼に応えられるよう、児

童・生徒に敬愛される豊かな人間性を培うこ

と。 

・ 社会の変化に対応するための知識・技能や

国際社会で必要とされる資質・能力等の向上

を図るよう努めること。 

・ 教職員が研修等を通じて自らの人権感覚を

高め、人権問題を正しく理解するとともに、

差別を許さない姿勢を身に付けること。 

 

 

・ すべての教職員が、法令等の遵守など教育

公務員としての自覚を一層高めるため、校内

研修等の充実を図ること。 

・ 教職員が日々の研究と修養に努めるととも

に、相互に資質を高め合う職場環境づくりに

努め、指導力の向上を図ること。 

 

 

・ 若手教職員の学校運営への参画を促進し、

首席・指導教諭等・将来の管理職やミドルリ

ーダーとなる教職員の養成に努めること。 

 

 

・ 府教育センターの研修や校内研修等を効果

的に活用し、継続的な人材育成に取り組むこ

と。 

・ 校内研修においては、府教育センター等で

実施する研修等を受講した教職員に、その内

容を実践させたり、積極的に研修会の講師と

して活用すること等により、学校全体の教育

活動に還元するよう努めること。また、指導

教諭や社会人講師等を有効に活用すること。 

・ 長期自主研修支援制度等を利用した自主的

な研修においても、その目的と、研修後の成

果が教育活動に還元されていることが保護

者等に理解されるよう努めること。 

 

 

・ 国や府における新たな動きや学習指導要領

の趣旨、各学校の課題等をふまえ、明確な研

修目標を設定し、計画的に実施することによ

り、研修の充実を図ること。 

・ 初任者をはじめとする教職経験年数の少な

教職員の資質・能力の向上 
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・ 「大阪府教員等研修計画」及び研修履歴の記録を活用して、管理職等による研修の受講奨励
を含む適切な指導助言を行うことや、日常的なＯＪＴを推進することにより、初任期からミド
ルリーダー・次代の管理職に至るまで、系統的に育成すること。 

・ 校内研修はもとより、あらゆる機会を活用し、教職員に求められる基礎的素養である人権感
覚や人権意識の育成に努めること。 

・ 府教育センター、市教育委員会実施のＩＣＴ活用に係る研修等を活用し、校内において好事
例を共有するなど、すべての教職員のＩＣＴ活用指導力の向上を図ること。 

・ 首席・指導教諭等については、学校や地域の実情に応じ、その有効活用を図ること。 
・ 「小・中学校リーディング・ティーチャー養成研修」等の府教育センターの研修や市教育委
員会・校長会主催「リーダー研修」等を活用し、校内において学校組織マネジメントの経験を
積ませるなど、次代の管理職の養成に努めること。 

（１）教職員の豊かな人間性 

（２）教職員相互に高め合う職場環境づくり 

（３）若手教職員の育成 

（４）研修成果の還元 

（５）研修の計画的な実施 
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い教員の育成に当たっては、「大阪府教員等

研修計画」や「初任者等育成プログラム」を

ふまえて、その体制づくりを行い、組織的・

継続的な育成に努めること。 

・ 教職経験年数の少ない教員については、そ

れぞれの課題に応じ、適切な個別支援を行う

とともに、「自己評価シート」等を活用して

計画的に研修を実施すること。また、子ども

に寄り添い向き合う学習指導や生徒指導等

ができるなど、公教育に携わる者としての資

質向上を図ること。 

 

・ 計画的な研修の実施等に加えて、首席や指

導教諭等を活用した日常的なＯＪＴを推進

することにより、教職員全体の指導力向上に

努めること。その際、教職経験年数の少ない

教員の育成については、メンタリングを活用

するなど学校全体でチームとして取り組む

こと。 

・ 児童・生徒の情報活用能力の育成や、「主

体的・対話的で深い学び」の実現に向け、府

教育センター実施のＩＣＴ 活用に係る研修

等を活用し、校内において好事例を共有する

など、すべての教職員のＩＣＴ活用指導力の

向上を図ること。 

・ 教職員の指導力向上の取組みを進めるに当

たっては、府教育委員会作成の資料、府教育

センターの学校支援等を積極的かつ効果的

に活用すること。 

 

・ 女性教職員が校務の要や首席・指導教諭等、

将来の管理職等を担えるよう計画的な人材

育成に努めること。 

 

 

・ 「教職員の評価・育成システム」の円滑な

実施により教職員の意欲・資質・能力の向上

と学校の活性化に努めること。 

・  校長は、年度当初に学校の教育目標や経営

方針等の説明を行い、その周知を行うととも

に、教職員へのシステムの説明（評価結果が

給与（昇給・勤勉手当）へ反映されることを

含む）を行うこと。 

・  校長は、日頃から全教職員の職務遂行状況

の的確な把握・記録と日々の指導助言に努め

るとともに、評価に当たっては、寛大化・中

心化等に留意し、評価基準に照らして適正に

行うこと。また、授業を行う教員の評価は、

生徒又は保護者による授業アンケートの結

果をふまえるとともに、教員の授業観察を行

うなど、より客観性を確保した評価を行うこ

と。 

・ 校長は、日常から教職員との意思疎通を図

るとともに、適切な指導助言を行い、教職員

の育成に努めること。また、校長は、被評価

者に対し評価結果を年度内に開示して次年

度に向けた動機づけを行うこと。 

 

・ 教育公務員特例法第 22 条第２項に基づく

「勤務場所を離れて行う研修（いわゆる承認

研修）」については、法の趣旨をふまえ、研

修としてふさわしい内容、意義を有すること

はもとより、府民から十分理解が得られるよ

う適切な運用を行うこと。 

・ 特に、承認に当たっては、関係通知を参考

に、適正な事務手続きをとること。 

 

・ 次世代育成支援対策推進法に基づき策定さ

れた「大阪府教育委員会特定事業主行動計画」

の趣旨をふまえ、仕事と生活の調和(ワー

ク・ライフ・バランス)の実現に向けた支援、

男性を含めた働き方の見直し等を推進する

ために、年次休暇や子育てのための休暇・休

業等の取得促進や育児休業からの復帰支援

など適切な対応を行うこと。 

・ 職員またはその配偶者が妊娠し、または出

産したことその他これに準ずる事実の申し

出があった場合は、当該教職員に対して「個

別周知・意向調査書」や「子育て教職員サポ

ートシート」を交付する等、育児休業に関す

る制度等を知らせるとともに、育児休業の承

（６）教職員全体の指導力向上 

（７）女性教職員の登用 

（８）評価基準をふまえた適正な評価と教職

員の育成 

（９）承認研修について 

（10）次世代育成について 

（７）女性教職員の登用 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/kyousyokuinsisitu/kensyukeikaku.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/kyousyokuinsisitu/kensyukeikaku.html
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認の請求に係る当該職員の意向を確認する

ための面談等の措置を講ずること。 

・ 母性保護及び育児に係る休暇制度等につい

ては、全教職員への周知を図るとともに、父

親となる教職員が配偶者の出産や育児に積

極的に関わるための休暇・休業等取得促進に

努めること。特に、「配偶者の育児参加休暇」

については、対象となる全男性職員が取得で

きるよう配慮すること。また、「育児休業」

についても、男性職員が取得しやすい環境づ

くりに努めること。 

 

 

・ 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律に基づき策定された「公立学校におけ

る特定事業主行動計画（2026）」の趣旨をふ

まえ、継続就業及び仕事とプライベートの両

立支援、教職員の働き方改革等を推進するた

め、育児や介護のための休暇・休業等や年次

休暇の取得しやすい環境づくりに努めるこ

と。 

・ 教職員の能力育成と資質向上のため、性別

に関わらず多様な職務に従事する機会の付

与に努めるとともに、育児休業からの復帰支

援や研修への参加促進等、女性教職員の意欲

向上に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）女性活躍の推進について 

《参考（市資料）》 

「河内長野市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」（令和８年３月） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuin/josei_keikaku/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuin/josei_keikaku/index.html
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校長のリーダーシップのもと、教職員等が互いに学びあい育ち合う同僚性を高めつつ一体とな

って、学校組織のマネジメントを進めていくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ 教職員、それぞれの分野や組織運営等に専

門性を有する多様な外部人材や専門スタッ

フ等とがチームとなり、組織的・協働的に取

り組むように努めること。 

・ 機能的な学校運営を進めるために、校務分

掌の見直しや教職員の事務負担軽減等の取

組みを推進すること。 

 

・ 学校運営の改善に当たっては、学校教育自

己診断を活用した自己評価を実施し、目標の

達成度や計画の進捗状況について自ら点

検・評価を行うとともに、学校関係者評価等

により、保護者や地域住民等の意見を生かす

よう努めること。 

 

 

 

・ 児童・生徒の実態等をふまえた実効性の高

い計画に基づく教育実践を行うために、ＰＤ

ＣＡサイクルに基づいた学校経営を推進す

ること。 

・ 学校評価の実施に当たっては、評価項目を

見直したり、ＩＣＴを活用し効率化を図るな

ど、その実効性を高めるよう努めること。 

・ 評価結果等については、学校のＷｅｂペー

ジでの公表等、保護者等に対して周知を図る

こと。 

 

・ 法定表簿等（指導要録抄本、調査書を含む）

に関する事務及び証明書交付事務を適切に

行うこと。 

・ 法定表簿及び学校が交付する証明書等にお

いて、児童・生徒の名前等は原則として指導

要録に基づき記載すること。 

 

 

 

 

学校の組織力の向上  19 

・ 学校運営にあたって、学校経営方針や教育目標等を教職員に周知し共有化を図るとともに、
今日的な課題への対応を視野に入れ、様々な職種の専門性が発揮できる校内組織体制となるよ
う見直しを図ること。 

・ マネジメントを進めるにあたっては、目標を明確にし、教職員の心理的安全性を確保すると
ともに、教職員一人ひとりの良さが発揮できるよう、経歴・背景の多様性を考慮すること。 

 
（関連する校内組織体制） 
⇒○学校教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントの充実 
 ○学力向上に向けた組識的な取り組み 
○不登校、ヤングケアラーやいじめ・暴力行為等への対応 

 ○子どもたちの生命、身体を守るための相談体制 
○災害、感染症等への対応 

（２）学校評価の充実 

（３）法定表簿等の適正な記載 

（１）機能的な学校運営 
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公立学校の教職員は、公教育の場にあって、個人の尊厳を尊重する精神や、規範意識を持って、

直接、児童・生徒を指導するという職責に鑑み、日頃から自重自戒し、厳正な服務規律を保たな

ければならない。しかしながら、教職員による不祥事が後を絶たず、教職員全体に対する社会の

信頼を揺るがしかねない事態となっている。このため、管理職はもとより教職員の服務規律の徹

底を図るべく、あらゆる機会を活用し、不祥事の防止・根絶に向けて取り組むことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】  

 

 

・ 児童・生徒を守り育てる立場にある教員

は、公務員として、児童・生徒への性暴力

等は絶対に行ってはならない。児童・生徒

へわいせつな行為を行った場合、同意の有

無、被害児童・生徒が自校か他校の所属で

あるかを問わず、原則懲戒免職となること

を周知すること。 

・ たとえ、わいせつな行為に至らなくても、

性的な言動（わいせつな発言、不要な身体

接触等）やＳＮＳ等による私的なやり取り

を行った場合は、「職員の懲戒に関する条例」

に基づき、厳しい処分が行われることがあ

ることを周知すること。 

・ その際、やむを得ない場合を除き、私的

端末の使用を禁止し、公的に配備したスマ

ートフォンを適切に活用することで、児童

生徒、保護者等から疑いを持たれないよう、

厳正に対応すること。 

 

 

・ 教育に携わる公務員としての自覚のもと、

飲酒運転は絶対に行わないよう、指導の徹

底に努めること。 

・ 飲酒運転を行った教職員に対しては、「職

員の懲戒に関する条例」に基づき、懲戒免

職又は停職とするほか、飲酒運転をするこ

とを知りながら飲酒を勧めた教職員に対し

ても、懲戒免職、停職又は減給とされる旨

を周知すること。 

・ 飲酒運転を容認・黙認した教職員につい

ても、厳しい処分が行われる旨を周知する

こと。 

・ なお、令和６年 11 月から道路交通法改正

に伴い、自転車による飲酒運転及びながら

運転等が厳罰化されたことから、併せてそ

の旨周知を行うこと。 

 

・ 不祥事の発生を予防し、未然防止を図るため、「不祥事防止ガイドブック」や過去事例、そ

の他の関係資料等を活用し、校内研修において教職員が不祥事予防について自ら考える機会を

積極的に設けるなど、一層の服務規律の確保を図ること。 

・ 同僚性の高い職場・ストレスのない職場づくりや、教職員一人ひとりの意識改革・自覚と責

任感の醸成、相談体制の充実などにより、学校全体として不祥事防止に取り組むこと。 

・ 特に、教育職員等による児童生徒性暴力等については、法律や国・府・市の指針に基づき防

止に向けた取組みを行うこと。校内での盗撮防止にあたっては、教室やトイレ、更衣室等の定

期的な点検を行い、教室等を常に整理整頓し、カメラ等を設置できないような環境にすること。 

・ 事案が生起した場合には、校長が事実関係を的確に把握し、速やかに市教育委員会へ報告す

るとともに、校内の指導体制を点検し、再発防止に取り組むこと。 

・ 児童・生徒に対する体罰、性的な言動（わいせつな発言、性的な内容の電話やＳＮＳ等の送

信、身体的接触、つきまとい等）、また、痴漢、盗撮、窃盗行為、麻薬・覚醒剤の所持や使用

等を含めた不祥事を発生させた教職員に対しては、「職員の懲戒に関する条例」に基づき厳し

い処分が行われる旨を周知すること。 

不祥事の防止 

（２）飲酒運転について 

（３）服務監督について 

 20 

（１）児童・生徒に対する性暴力等について 
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・ 教職員に、条例、規則で定められた勤務

時間を遵守させるとともに、教育に携わる

公務員として、保護者・地域から誤解を招

くことのないよう職務に専念させること。 

・ 休暇等の承認に当たっては、取得要件は

もとより、制度の趣旨・意義をふまえると

ともに、適正な事務手続きをとるよう指導

すること。特に短期介護休暇、子の看護等

休暇、勤務時間の割振り、週休日の振替等

についても適正な運用を行うこと。また、

病気休暇については、関係通知等を参考に、

より一層厳正な運用を行うこと。 

・ 部活動指導等に従事した場合の教員特殊

業務手当の支給に当たっては、支給要件を

ふまえ、適正な運用を行うこと。 

・ 職務専念義務に違反した者、休暇等を不

正に取得した者及び教員特殊業務手当を不

正に受給した者に対しては、「職員の懲戒に

関する条例」に基づき、厳しい処分が行わ

れる旨を周知すること。 

 

・ 職員の自家用自動車等を使用しての通勤認

定をする場合には、適正な認定事務を行うこと。 

・ 通勤届出以外の通勤方法による通勤につ

いては、通勤手当の不正受給にあたる場合

もあることから、厳に慎むこと。 

・ 通勤手当が支給されている職員に対する

事後確認については、関係通知を参考にし、

適正な確認を行うこと。 

・ 通勤手当の不正受給をした者に対しては、

「職員の懲戒に関する条例」に基づき、厳

しい処分が行われる旨を周知すること。 

 

・ 教職員はその職務の重要性を自覚し、兼

職・兼業は自粛すること。 

・ 例外的に兼職・兼業を行う場合にあって

も、地方公務員法、教育公務員特例法の定

めを遵守し、事前に所要の手続きを経ること。 

・ 兼職・兼業に定める法令に違反した者に

対しては、「職員の懲戒に関する条例」に基 

づき、厳しい処分が行われる旨を周知すること。 

 

・ 教職員の服務規律の確保については平素

から指導の徹底を図るとともに、万一、教

職員の服務義務違反が生じた場合は、速や

かに、かつ的確に、事実関係を把握し、市

教育委員会に報告すること。 

 

 

・ 教職員の旅費に関する条例の規定による

「旅行」については、適法な旅行命令によ

り行われた出張に要した交通費、車賃、宿

泊料等について当該出張をした職員に支給

するものであり、交通手段等の虚偽申請に

よる旅費の不正受給においては厳に慎むこと。 

・ 旅費の不正受給をした者に対しては、「職

員の懲戒に関する条例」に基づき、厳しい

処分が行われる旨を周知すること。 

 

 

 

 

 

 

（４）通勤について 

（５）兼職・兼業について 

（６）教職員の服務規律の確保について 

《参考（市資料）》 

「教科書採択における公正確保の徹底等について」（毎年） 

「教職員の綱紀の保持について（通知）」（令和７年７月） 

「通勤手当不正受給防止の徹底について」（令和３年９月） 

「通勤手当の事後の確認について」（令和５年９月改正） 

「児童・生徒に対する性暴力等の禁止の徹底について（通知）」（令和６年８月） 

「児童・生徒とのＳＮＳ等による私的なやり取りの禁止について（通知）」（令和７年 10 月） 

「不祥事防止に向けたワークシート集」（令和６年４月） 

「通勤認定の取扱いについて」（令和６年３月） 

「病気休暇の承認手続きの見直しについて」（令和６年 10 月） 

（７）適正な旅費申請ついて 
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体罰、セクシュアル・ハラスメントは、児童・生徒の人権を著しく侵害し、生涯にわたって重

大な影響を与える行為であり、絶対に許されないことであると改めて理解・認識するとともに、

その防止・根絶に向けて実態把握や相談体制の充実等組織的に取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ 児童・生徒に体罰を加えることは、児童・

生徒の人権を侵害する行為であり、教員とし

ての指導力の不足を表していることを十分

に認識させること。 

・ 体罰は、学校教育法第 11 条において禁止

されているだけでなく、傷害、暴行等の刑法

犯罪であり絶対に許されないことであるこ

とを認識させること。 

・ 各校において、児童・生徒理解に基づく指

導のあり方等について理解を深めるための

研修を実施する等し、児童・生徒の問題行動

に対して体罰に頼らない適切な指導に努め

ること。 

・ 指導が困難な児童・生徒の指導を特定の教

員だけに任せきりにしないようチームによ

る支援体制を構築すること。 

・ 先入観や憶測による指導、また自分本位の

指導観や画一的な指導に陥ることなく、他の

教職員と連携して指導にあたること。 

・ 指導等を行う際には、できるだけ密室とな

るような場所を避けるとともに、可能な限り

複数の教員で行うよう努めること。 

 

 

 

 

・ 関係法令等の施行をふまえ、児童・生徒に

対するセクシュアル・ハラスメントやわいせ

つ行為は、重大な人権侵害であり性暴力であ

ること、また、相手がセクシュアル・ハラス

メントを受けたと捉えた時点でセクシュア

ル・ハラスメントになることを教職員により

一層認識させること。 

・ 教職員と児童・生徒との関係においては、

対等ではなく指導する立場であり、その影響

力は強いものであることを自覚し、児童・生

徒とのメールやＳＮＳ等の使用、または直接

２人きりで会うなど、指導に関係のない私的

なやりとりは行わないこと。 

・ 「性的指向・性自認」をからかったり、い

じめの対象にしたり、不必要な身体接触をし

たりすることもセクシュアル・ハラスメント

であることを教職員に十分認識させるとと

もに、教育活動における自らの行動を常にふ

り返らせること。 

また、児童・生徒間で「性的指向・性自認」

をからかったり、いじめの対象にしたりする

ことなどがあるときは、適切に指導すること。 

・ 防止及び早期発見のため、児童・生徒や教職員へのアンケートを実施する等、積極的に実態

を把握するよう努めること。 

・ 児童・生徒を精神的に追い詰めることにつながる必要のない注意や過度の叱責を繰り返さな

いこと。 

・ 児童・生徒や保護者に、確実に校内及び校外の相談窓口の情報が伝わるよう工夫すること。 

・ 体罰やセクシュアル・ハラスメント、わいせつ行為等が生起した際には、被害児童・生徒の

救済と心のケアを最優先し、速やかに市教育委員会及び関係機関と連携を図り、組織的かつ厳

正に対応すること。 

 体罰、セクシュアル・ハラスメント防止の取組み  21 

（１）体罰防止の取組み （２）セクシュアル・ハラスメントやわいせ

つ行為等性暴力行為の防止の取組み 
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・ 定期健康診断等の実施に当たっては、「児

童生徒健康診断の実施におけるセクシュア

ル・ハラスメント等の防止について」を参考

に実施方法等の評価・点検を行うこと。とり

わけ、障がいのある児童・生徒においては、

指導や介助方法における留意点の再点検を

行うこと。 

・ セクシュアル・ハラスメントやわいせつ行

為が生起した場合には、二次被害を起こさな

いよう配慮しながら事実確認を丁寧に行い、

被害者の立場に立った事象の解決を図るこ

と。また、背景・要因を分析し、校内研修や

組織体制の見直し等、再発防止につなげるこ

と。併せて、児童・生徒に対しては、「生命

（いのち）の安全教育」（文部科学省）の資

料等を活用するなどにより、自身の身体や心

を大切にする教育を充実させること。 

・ 教職員と児童・生徒との不適切な交際につ

いては、「職員の懲戒に関する条例」に基づ

き厳しい処分が行われる旨周知すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2470/00000000/H291208seku.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2470/00000000/H291208seku.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2470/00000000/H291208seku.pdf
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職場におけるハラスメント行為は、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろ

ん、個人の人格や尊厳を侵害するとともに、職場環境を悪化させる許されない行為であることをすべ

ての教職員が認識しなければならない。性別、年齢、国籍、障がいの有無等に関わらず、すべての教

職員にとって快適で働きやすい職場環境づくりを進めるためには、ハラスメントを根絶する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】

 

・ 管理職は、自らの職務上の権限を認識し、

ハラスメントに対する正しい認識を十分に

もち、普段から教職員とのコミュニケーシ

ョンを大切にするとともに、指導や助言に

当たっても誤解や行き違いを生まないよう

に留意すること。 

・  教職員一人ひとりが、校内研修等を通じて、

ハラスメントの防止に対する理解を深めること。 

・ ハラスメントは信用失墜行為、全体の行為

者たるにふさわしくない非行などに該当し

て、懲戒処分に付されることがあることを

認識しておくこと。 

・ 職場の人間関係がそのまま維持される職場

以外の場所（出張先、通勤、出張途上の車

内、職場の延長と考えられるような宴会等）

での行為もハラスメントに含まれることを

十分理解させること。 

 

・ ハラスメントの問題を当事者間の個人的な

問題として終わらせないこと。 

・ 管理職は、ハラスメントとみられる言動を

見かけたときは、職場の構成員として注意を

促すよう教職員に周知すること。 

・ 管理職は、被害を受けているケースを見聞

きした場合には、声をかけて相談に応じるよ

う教職員に周知すること。 

・ 管理職は、教職員が関係する事案に対し、

保護者や外部等からの言動で行き過ぎた苦

情等があった場合には、「行き過ぎた苦情等

への対応 基本方針」、「保護者等連携のてび

き」等を参考に組織として対応すること。ま

た、必要に応じて市教育委員会、専門家等と

連携するなどし、迅速かつ適切に教職員の救

済を図ること。 

 

・ 相談員には、管理職以外の教職員を入れ

るとともに年齢や性別に偏りがないように

すること。また、相談員へ聴き取りをする

場合は相談者と同姓の教職員が同席するな

ど、相談者が相談しやすい環境をつくるこ

と。 

・  管理職は校内のハラスメント相談窓口の

相談体制等を充実させなど窓口が機能する

ように努めること。 

・  管理職はハラスメントの防止及び対応に

関する指針や取組みについて定期的に周知、

継続的に啓発すること。 

職場におけるハラスメントの防止 

 
 22 

・ 職場におけるハラスメントの防止に向けて、教職員の研修の充実、相談窓口の周知及び対応
マニュアルの整備を図ること。 

・ 校内の相談体制の整備に努め、教職員の相談窓口の周知を図ること。また、窓口の担当者を
中心に、普段から話しやすい体制を整えること。 
・ ハラスメントのない、快適な働きやすい職場環境づくりを進めること。その際、性的指向及
び性自認の多様性に関する理解の増進に努めること。 
・ 管理職自身がハラスメントに対する感覚を養い、職場におけるハラスメント防止により一層
努めること。 
・ 万一事象が生起した場合には、速やかに事実関係を把握するとともに、被害者に寄り添いな
がら丁寧に対応すること。 

（１）ハラスメントの未然防止 

（２）良好な勤務環境の維持 

（３）校内相談窓口の周知と適切な対応 
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「指導が不適切である」と思われる教員の指導力向上のために校長と市教育委員会が連携を強

化し、適切に対応することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「指導が不適切である」教員への対応 

 

 23 

・ 校長は授業観察あるいは児童・生徒等や保護者からの意見・苦情等により「指導が不適切で

ある」と思われる教員の的確な状況把握を行い、教員に対する適切な指導・助言、校外研修へ

参加させる等、適切に対応すること。 

・ 新規採用教職員については、丁寧な指導・育成を図るとともに、そのうえでなお、対応が不

適切である教職員に対しては、条件付採用の趣旨をふまえ厳格に対応すること。 

《参考（市資料）》 

22．職場におけるハラスメントの防止 関連 

「教職員間の職場におけるハラスメントの防止及び対応に関する指針」（令和７年４月） 

「学校・家庭・地域をつなぐ 保護者等連携のてびき（解説・研究編）」（令和７年４月） 

「行き過ぎた苦情等への対応 基本方針」（平成 23 年２月） 

「不祥事防止ガイドブック」の作成及び「不祥事防止に向けたワークシート集」の改訂について 

（令和７年４月） 

23．「指導が不適切である」教員への対応 関連 

「教員の資質向上をめざして－『指導が不適切である』教員への支援及び指導の手引き－」（令和５年10月） 
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第６章 学びを支える環境整備 
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南海トラフ地震等の自然災害への備えや事故等の未然防止の観点から、学校の実態に応じて、

子どもたちの命を守るための安全確保や安全管理を行う必要がある。特に、大規模災害の発生時

には、避難所が開設されるまでの間、学校が地域住民の避難先となることもあるため、日頃から

地域と連携し、学校の体制を整えておくことが重要である。 

また、学校管理下における事故を未然に防ぐため、子どもたち自らが日常生活全般におけるさ

まざまな危険に気づき、適切に判断し、安全に行動できる資質・能力を育成する必要がある。 

なお、令和８年４月から自転車に交通反則通告制度が 16 歳以上に適用されることから、児童生

徒自身の安全に対する意識を高め、自ら交通ルールやマナーを遵守する態度を育成する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

【取組み項目】 

 

 

・ 「学校保健安全法」に基づき学校安全計画

を策定すること。 

・  策定に当たっては、学校の状況や前年度の

学校安全の取組み状況等をふまえ、「生活安

全」「交通安全」「災害安全」の３領域すべ

ての観点から、具体的な実施計画とするこ

と。 

・  学校安全活動においては、すべての教職員

が役割を分担するとともに、中核となる学校

安全担当者を明確にし、学校安全の推進体制

を整備すること。 

・  火災のみならず、様々な自然災害等を想定

した実践的な避難訓練を地域と連携して行

うことなどにより、児童・生徒に自らの命を

守り抜くための「主体的に行動する態度」を

育成する。とともに、自らが支援者となる観

点をふまえ、「共助」に関する意識の向上を

図ること。 

・ 避難経路上や防火扉・防火シャッターの前

等に物が置かれていないかなどの確認を定

期的に実施すること。 

 

 

・ 子どもの命が脅かされる事象が生起してい

ることをふまえ、学校内外において授業中は

もとより、登下校時、放課後、長期休業中の

登校日等における必要な措置を講じ、児童・

生徒の安全確保及び学校の安全管理に努め

ること。 

・ 各学校において作成された学校安全計画に

基づく、安全教育や実践的訓練が的確に実施

されるようにすること。 

 

 

・ 学校事故等の未然防止のために、各校にお

いて定める安全点検を定期的に行うこと。 

・ 学校管理下において事故等が発生した場合

には、児童・生徒の安全の確保を最優先に、

危機管理マニュアル等に基づき、迅速かつ適

切な対応を行うとともに、事後においては、

   自然災害等に備えた安全・安心な教育環境の確保 

及び安全教育の充実  24 

・  地域や学校の実情をふまえて作成する危機管理マニュアル等については、避難訓練等の検証

結果や、学校を取り巻く様々な状況の変化、国内外で発生した事故・災害事例の教訓等を基に、

常に見直し、改善を行うこと。 

・ 自転車乗車時のヘルメット着用の努力義務化、運転中の携帯電話使用（ながら運転）の禁止

が法定化されたことや、令和８年４月から適用される交通反則通告制度をふまえ、警察等と連

携し、自転車利用に関する交通安全の指導の徹底を図ること。 

（１）学校安全計画の策定 

（２）安全確保・安全管理の徹底 

（３）学校事故対応の徹底 
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発生原因の究明やこれまでの安全対策の検

証・見直しを行い、再発防止の対策を講じる

こと。 

 

 

・ 万一の事件・事故等の緊急事態に対処でき

るよう、学校独自の危機管理マニュアルを作

成するとともに、アクションカード等を活用

するなどの工夫をしながら、様々な事態を想

定した実践的な訓練を実施するなど、危機管

理体制を整えること。また、実効性のあるマ

ニュアルとなるよう、適宜点検・見直しを行

うこと。 

・ 防災計画を策定し、日頃から教職員への連

絡方法や配備体制及び参集について周知徹

底すること。併せて、ハザードマップや近隣

の避難場所などの情報も収集して、万一の場

合の児童・生徒の避難場所を想定し、危機管

理マニュアル等に明記するとともに、実効性

のあるマニュアルとなるよう点検・見直しを

行うなど、災害に備えた危機管理体制の確立

を図ること。 

 

 

 

・ 学校内外を問わず、子どもの安全を確保す

るため、学校の安全管理体制の充実をはじめ、

保護者や学校支援のボランティア、地域の関

係団体等の協力を得て、地域と一体となった

児童・生徒の安全確保のための方策を講じる

こと。とりわけ、児童の登下校時については、

平成３０年６月に関係閣僚会議において取

りまとめられた「登下校防犯プラン」の趣旨

をふまえ、学校・家庭・地域住民・警察・自

治体の関係部局等の関係機関と連携し、学校

や地域の実情に応じた対策を講じること。 

・ 登下校時における児童・生徒の携帯電話等

の所持は非常時の連絡や所在の把握等安全

等の観点から有効性が認められるため、その

取扱いについて配慮するよう努めること。そ

の際、「河内長野市立小中学校における携帯

電話の取扱いに関するガイドライン」をふま

え、保護者との連携を図り、教育活動に支障

が出ないよう進めること。 

 

 

 

・ 児童・生徒が生涯を通じて安全な生活を送

る基礎を培う安全教育の一層の推進を図る

こと。特に、児童・生徒が自他の安全を確保

するため、犯罪の被害に遭わないための知識

を実践的に理解するとともに、日常生活全般

における様々な危険に適切に対応できる能

力を育むようにすること。その際、府教育委

員会が作成した資料や市内のＳＰＳ（セーフ 

ティ・プロモーション・スクール）認証校の 

取組み等を参考に活用するなど、取組みの充

実に努めること。 

・ ６月を「子どもの安全確保推進月間」、６

月８日を「学校の安全確保・安全管理の日」

として、児童・生徒の安全確保に向けた取組

みを点検し、その強化を図ること。 

・ 児童・生徒・保護者に対し、大阪府自転車

条例において、自転車を利用する者に保険へ

の加入が義務付けられていることを周知す

るとともに、ＰＴＡと連携するなどし、全児

童・生徒の保険加入を促進すること。 

・ 道路交通法の一部改正に伴い、自転車乗車

時のヘルメット着用が努力義務であること、

運転中の携帯電話使用(ながら運転)の禁止

が法定化し、罰則が強化され、令和８年春に

は、自転車の交通反則通告制度が 16 歳以上

に適用されることを、児童・生徒・保護者に

周知するとともに、ヘルメット着用の必要性

について、理解促進に努めること。 

・ 警察と連携した交通安全教室を開催するな

ど、交通安全教育の徹底に努めること。 

・ 送迎バスにおける置き去り事象が生起して

いることをふまえ、学校において、児童・生

徒の通学や校外学習等で自動車やバス等を

運用する際、「子どものバス送迎・安全徹底

マニュアル」のマニュアルを参考とするとと

もに、国の動向や通知をふまえた安全管理の

徹底に努めること。

（５）地域関係機関と連携した安全確保及び

安全管理 

（６）安全教育の推進及び安全確保の取組み

の点検・強化 

（４）緊急事態への対応 

https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/keitai/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/keitai/index.html
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《参考（市資料）》 

「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」の活用について（令和３年６月） 

「学校事故対応に関する指針【改訂版】」（令和 6年 3月） 


